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2021外国人投資ガイド

人

人 行 p.022 

投資

投資 投資
 

( 2 )

01

02

支援
・

( 14 2)

01       人 人

これまで国内外国人投資企業は国際基準と異なり、未処分利益剰余金＊の再投資が外国
人投資として認められず、国内における再投資に困難があった。
 投資 投資
 			O D I F 投資 投資
投資 FDI

変更前 変更後

① 	外国人による国内法人または企業の
株式の取得 投資 1 ウォン 投

資 10 合

② 	海外の親会社が外国人投資企業に提
供する5年以上の長期借款

※ 従来の範囲(①、②)に③を追加
③ 	外国人投資企業が未処分利益剰余金を

資本金に組み入れず、工場の新・増設
に再投資する場合にも外国人投資とし
て認定

人

03

 投資
・ ・

( 27 )



02     人

これまで外国人直接投資に対する現金支援(Cash Grant)インセンティブは素材部品業や
新成長技術分野への投資に限られていたが、これからは技術集約度が高く技術革新の速
度が速い先端技術・製品*事業に対しても支援を行うことができるように法を改定
   33 2 990

国防部 国情院 防事庁

現在の産業部長官(委員長)、企財・教育・科技情通・外交・行安・文体・農林・環境・雇用・
国土・海水部の次官及び金融委副委員長(13人)に、国防部・国情院ㆍ防事庁を追加

03      人 ・ ・

知能型自動生産機械、無人
化スマート機械、自動作業
農業機械、自然循環型機械
など、スマート工場・スマー
トファーム関連機械

遺伝子組換え技術、防御抗原
のスクリーニング及び製造技
術、バイオシミラーの製造・
改良技術、革新的新薬候補物
質の発見技術、生体内生分解
性素材の開発 ·製造技術など

車載用の走行状況ビジョン
センサー、レーダーセンサ
ー、車両間の通信ネットワ
ーク、事故回避のためのセ
ンサーフュージョン技術、
統合制御システムなど

自動運転車 スマートデバイス バイオヘルス



所   p.138 

従来の投資税額控除制度を統合·簡素化し、統合投資税額控除制度を新設しました。
法人が事業用有形資産＊に投資した金額に以下の控除率を乗じた税額を、法人税から控
除します。  ・ ・

行   p.097 

10% 3% 1%

中小企業 中堅企業 一般企業

12% 5% 3%

中小企業 中堅企業 一般企業

 			 2021年 投資 合投資 1
2022年 合投資

•
1 200 ウォン

•
4 600 ウォン

•
8 800 ウォン

課税標準

税率

1,200 ウォン
4,600 ウォン

72
+

1,200万ウォン
超過金額の

15%

4,600 ウォン
8,800 ウォン

582
+

4,600万ウォン
超過金額の

24%

8,800 ウォン
1 5 ウォン

1,590
+

8,800万ウォン
超過金額の

35%

1,200 ウォン

6%

 21.1.1

3%

全企業

※ 追加控除額の限度 : 基本控除額の200%

当該年度
の投資額

直近3年の
平均投資額



  p.065 

光州と蔚山は新規指定、始興は京畿経済自由区域の拡張指定となります。

変更前 変更後

釜山・鎮海、大邱・慶北、光陽湾圏、
東海岸圏、仁川、忠北、黄海(7ヶ所)

釜山・鎮海、大邱・慶北、光陽湾圏、東海岸
圏、仁川、忠北、京畿、光州、蔚山(9ヶ所)

•
1 5 ウォン

•
3 ウォン

•
5 ウォン

•
10 ウォン

1 5 ウォン
3 ウォン

3,760
+

1億5千万ウォン
超過金額の 

38%

3 ウォン
5 ウォン

9,460
+

3億ウォン 
超過金額の

40%

5 ウォン

1 7,460
+

5億ウォン 
超過金額の

42%

 

  

10 ウォン

3 8,460
+

10億ウォン
超過金額の

45%



  p.075 

変更前 変更後

海外法人から国内法人に出向する場合、
本社から発行された出向命令書のみ認定

海外法人の社員が国内法人に出向する場
合、これまでは本社から発行された出向
命令書のみが認められていたが、企業活
動の活性化を図るべく、海外本社の第三
国現地法人から発行された出向命令書も
認められることとなった。

地 人 行  p.072 

変更前 変更後

•出入国管理法第35条(外国人登録事項の変更届出)

•出入国管理法第36条(住居地の変更届出)

法第35条、第36条の両条項の内容が一部
改定され15日以内に変更

 p.166 

変更前 変更後

8,590
1,795,310

 2020年  / 209 合

14日 15日

8,720
1,822,480

 2021年  / 209 合



ー   p.127 

変更前 変更後

雇用と付加価値を生み出し、国民経済の
活性化に貢献できる外国人有力投資家ま
たは外国人投資届出30万ドル以上の投資
企業は、審査を経て入居できる。
* ご相談 : Tel 02-3497-1003

外国人投資促進法に定められた手続きに
従って投資届出を予定している外国人 
外国人投資家、または外国人投資企業で
入居から1年以内の投資受入額が10万ド
ル以上の企業は、審査を経て入居できる
* ご相談 : Tel 02-3497-1000

p.205 

変更前 変更後

日 60日 日 30日

韓国人と外国人の不動産取得の申告期限が一本化され、不動産の取得に対する不動産
の所在地の市郡区庁への申告期限が契約締結の日から30日以内となった。

人

人 30

人

人
10



外国人投資

行

■ 	法人設立ガイド
■ 	不動産取得手続きガイド

外国人投資による国内法人の
登記・申告・事業者登録、

不動産取得関連制度の説明、
売買資金の送金手続きなど

行

◆ 租税ガイド
■ 通関ガイド
● 労務ガイド

◆ 立地ガイド
環境ガイド

労務、環境、租税、通関分野の根拠法令やインセンティブなど、
実務において考慮すべき国内政策及び関連制度
(中央官庁・自治体から派遣された協力官が作成)

行 ー ー

人

人

I

人

地

 IK ー ー ウン ー  www.Investkorea.org 



I

現金支援制度の案内及び支援
ガイドラインのリーフレット、PPT

投資 ー
( 支援センター)

IK及び国の外国人投資誘致活動の紹介
(投資プロジェクトの発掘支援、各種事業など)

投資 ー

外国人投資企業(未来/革新/高付加価値)
との深層インタビュー及び成功ストーリー 

投資 ー

韓国の経済・通商問題、産業動向、
KOTRA事業、外国人投資企業の紹介

投資 ー

I

人

最新の投資政策や有望産業の現状など
投資 ー

投資 ー

1  機械 

2  造船・海洋
3  自動車部品 4  半導体・ディスプレイ

5  情報通信 (ICT)
6  再生可能エネルギー

7  バイオ
8  航空・宇宙
9  化学

10  文化コンテンツ
11   ファッション・	

ビューティー
12  食品

13  流通・物流
14  金融
15  観光

 IK ー ー ウン ー  www.Investkorea.org 
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Procedure
投資の手続き

PART

1

韓国では、法律で特別に定める場合を除き、外国人投資家が別途の制限を受けることなく自由に経営活動を行うこと

が可能で、外国人投資家を保護するための制度も設けている。

韓国の外国人投資支援政策は、OECD、UNCTADおよびWTOなどの国際的勧告と合意事項などのグローバルスタンダー

ドに従うだけでなく、韓国経済の成長潜在力を拡充し良質な雇用を生み出す外国人投資に対し、外国人投資インセン

ティブを提供している。このように、韓国政府は、外国人がビジネスのしやすい投資環境を整えるために、様々な外

国人投資促進プログラムを継続的に提供している。

外国人投資
促進政策
� 投資の自由化
� 外国人投資に対する保護
� 投資インセンティブ
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投資
支

投資

01. 

投資 投資 合02. 
人

投資

合
投資

   6

03. 

外国人投資に対する保護

投資の自由化

人
投資 1 196

行政 61 1 135
投資 29

オ
3

 投資 (別表1_ p.214 )  (別表2_p.216  ) 	

 投資 ( 資 2020-126 )

投資 支援 投資 政
投資 合

行

人

99.7%

合 投資
投資

  投資 3 30

04. 

Procedure 
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投資インセンティブ

投資 資
ー ル ー ーン( o a  a e 

ain)

投資

R Dセンター 投資 ー
ル

政

01. 
人

政 投資
ンセン 投資 投資

02. 

人

ンセン 支援

ー ル 投資 R Dセンター 投資

支援 オー ー ー 支援

支援

資 2019.1.22.

投資  投資 合
(p.022 )  投資 投資 投資

投資

資  2020.8.5. 行

 ン 合

  「Part 2. インセンティブ」を参照(p.082) 

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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03. 
外国人投資
インセンティブの
主な内容

韓国国内産業構造の高度化と国際競争力の強化に
必要不可欠な新成長動力産業技術などを取り扱
う、もしくは外国人投資地域などに入居する外国
人投資企業に対して関税および地方税を減免して
おり、法令で定める外国人技術者と労働者に対し
ては所得税を減免する。

租税減免
(p.085) 

雇用創出や技術移転などの外国人投資がもたらす国民経済的

効果と入居地域などを考慮して、雇用補助金、教育訓練補助

金などを支給し、一定要件を満たしている外国人投資につい

ては、国・共有財産を随意契約で賃貸および売却が可能であ

り、賃貸時の賃貸料減免などの特典がある。

その他の支援

\

外国人が法令で定める新成長動力事業や素材・部
品産業に従事したり、一定規模以上の雇用創出や
新成長動力産業分野の研究開発施設の設置を伴う
投資をする場合、法令で定める用途に必要な資金
を現金で支援する。

現金支援
(p.109) 

\

良質な外国人投資を誘致するために、外国人投資
地域、自由貿易地域、経済自由区域などを指定し
て賃貸料の減免、租税減免、立地支援などを提供
している。

立地支援
(p.101) 

Procedure 投資の手続き
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外国人直接投資とは、投資額が1億ウォン以上で、外国人投資比率が10%以上の場合をいい、外国人は、特別な規定がある場合を除き、韓

国で制限を受けず事業を営むことができる。投資の種類には、韓国国内企業の株式を取得すること、海外の親会社などから5年以上の長期

借款を受けること、科学技術分野の非営利法人に投資することがある。

また、外国人投資企業が未処分利益剰余金を当該企業の工場の新・増設などに使用することも外国人投資と見なす(2020年施行予定)。外

国人投資家が株式などを取得するための出資目的物としては、外国通貨、資本財、取得した株式などから生じた果実、産業財産権などが

認められる。

外国人
直接投資の類型
� 外国人直接投資の類型

CORPORATE
BUSINESS

PART

2

Procedure
投資の手続き
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外国人投資に対する保護

01. 

02. 投資  資 資  
投資 5年

1 ウォン 投資 10 合
合 投資

• 法人出資企業
   [外国法人(海外親会社)が外国人投資家の場合]
   ①   海外親会社の発行株式総数、または出

資総額の50%以上を所有する企業
   ②   海外親会社が外国人投資企業の発行 株

式総数、または出資総額の50%以上を
所有しており、次のいずれかに該当す
る企業

•  海外親会社の発行株式総数、または出資
総額の10%以上を所有する企業

• 海外親会社または海外親会社が発行株式
総数か、出資総額の50%以上を所有する
企業が発行株式総数、または出資総額の
50%以上を所有する企業

• 個人出資企業
    [外国人個人が外国人投資家の場合]
    	外国人投資企業の発行株式総数、または出

資総額の50%以上を所有する外国人投資家
が発行株式総数、または出資総額の50%以
上を所有する企業

外国人が大韓民国の法人または企業と持続的な経済関係を確立する目的で

• 長期借款は持分投資を行ってから提供可能で、平均借款期間は5年
以上を満たす必要がある。

2人以上の場合は、1人当たりの投資金額

投資金額1億ウォン以上

新株、旧株とも取得可能

議決権を有する株式の10%以上を保有

	  	 合
合

Procedure 
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�  人 行  �

①     投資 ・

 •  合 投資 投資
投資

② 

•  工場または研究施設の新増設(製造業): 

・
資

•  事業場または研究施設の新増設(非製造業): 

・
資

04. 投資 ・
投資( 合 投資

投資 投資

03. 
人

総 10 5
ウォン 合 投資

   投資 2 4 行 2

①    

合
 • 3年

5
•

②    投資 合  投
資 投資 合

 •  

合
 • 政 合

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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①  対外支払手段(外貨)  (ウォン )  
 

②  資本財( 資 ・ 資
)

③  投資 果実( ) 	
 ウォン 投資

④  産業財産権、知的財産権  

 

⑤  支 清算 分配される残りの財産
⑥ 借款や 海外借入金の返済額

 • 資 - 2012年 相

⑦ 
 • 市
 • 

⑧ 不動産( )
 ⑨  株式または不動産を処分した代金  

* 韓国ウォンでの再投資を認める

外国人

 •外国の国籍を有する 個人
 •外国の法律に基づいて設立された 法人(外国法人)
 •�大統領令で定める 国際経済協力機構 (   I RD  AD  IF  )

�• 外国に永住している韓国国民のうち、大統領令で定める人
       		 投資資 資 投資 	

( 資 資 )

外国人
投資家

外促法に基づいて株式等を保有しているか、出捐した 外国人

外国人
投資企業

外国人投資家が出資した企業、または出捐した 非営利法人

外促法に基づいて外国人投資家が株式等を保有するために�
出資するもの(投資手段)

出資
目的物

Procedure 
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01

 外国人投資企業として登録した後、株式や持分の一部譲渡また
は減資などによって外国人投資の要件を満たすことができなく
なる場合も、外国人投資企業の資格が維持されるか？

投資 資
投資 合

投資
投資 行 2

※ この場合、消極的かつ制限的な範囲内で外国人投資企業の地位が維持されるに過ぎない
ため、例えば外国人投資企業の役職員の在留期間延長などの積極的な支援には問題がある
場合があるため、注意が必要である

02
外国人2人が共同投資して、総投資額が合算して1億ウォン以上
になる場合も外国人直接投資として認められるか？

2 投資 合 1 投資
1 ウォン

投資 行 2

03

長期借款の期間はどのように計算するか？

 

合
相 総

合
 

例) 外国人投資企業が親会社から8年間10百万ドルを借り入れ、4年後から毎年2百万ドルず
つ5回に渡って均等償還する場合の償還期間は？
加重平均償還期間6年で要件が満たされる。
* 6年= (8年X2/10) + (7年X2/10) + (6年X2/10) + (5年X2/10) + (4年X2/10)

投資 行 2

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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04
議決権のない優先株は、外国人投資比率に含まれるか？

 

投資 投資 10
投資

合 投資 投資
投資 投資
合 投資 投資

投資 投資

05
外国人投資企業が他の韓国国内企業に投資した場合、外国人直
接投資として認められるか？

投資 投資 合 投資
投資 投資

投資 投資

06
	中小企業創業投資組合などの投資組合の場合、法人格がない組合で
あるため、法人ではない団体や外国人投資家がこのような組合の持
分率10%以上投資するケースをしばしば目にするが、この場合も

「外国人投資促進法」で定める外国人投資として認められるか？

投資
投資 合 投資

投資
投資 合 資

投資 2 4 投資

* 	「ベンチャー投資促進に関する法律」 第64条, 「 素材・部品専門企業などの育成に関する特
別措置法 」 第53条, 「 農林水産食品投資組合の結成および運用に関する法律 」 第24条など

** 	中小企業創業投資組合、韓国ベンチャー投資組合、素材・部品専門投資組合、農食品投
資組合など

 ン ン FA

Procedure 
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07
	外国人投資家が韓国国内企業を買収する場合も、企業結合申告
をする必要があるか？

合 合
12

① 適用対象会社の規模
•  ( 投資 ) 資 3 ウォン
•  相 ( ) 資 3 ウォン

② 申告対象企業結合
•  行 総 ( ) 20  (

合 15 ) 合
•  行 20 ( 合 15 )

資 合
•  合
•  合 合
•  合
•  資 合
※ 外国人投資家の資産、または売上が3千億ウォン以上の場合、事後申告対象であるが、
資産、または売上が2兆ウォン以上の場合、「大企業」に該当することになり、事前申告
(履行行為の禁止)対象になるため、注意が必要である。ただし、企業結合事前申告対象の場
合でも、外国為替銀行など受託機関が外国人投資申告を受けることは可能(履行行為禁止に
抵触しない)

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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08
資本財には機械や車両などの施設のみ含まれるか？

資 ( ) 資

 	 ( )

 
 	  

投資 2 9

09
	外国人が韓国で得た勤労所得で法人を設立した場合、外国人直
接投資として認められるか？

資 投資

Procedure 
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投資類型別の
手続き
� 新規設立
� 増資
� 旧株取得
� 長期借款
� 未処分利益剰余金の再投資

CORPORATE
BUSINESS

Procedure
投資の手続き

PART

3
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� 類型別外国人投資の流れ

資本財現物出資資 現金出資 現金

•持分取得(新株、旧株)

•長期借款

長期借款契約
締結

長期借款方式の
外国人投資申告 貸付金の送金外国人投資企業

登録

株式等の取得または出捐方式による外国人投資申告書及び許可申請書

新株の取得または出捐方式に
よる外国人投資申告/許可申請

( 事前 )
法第5条、第6条

旧株の取得による外国人
投資申告/許可申請

( 事前/事後*)
法第5条、第6条

合併等による株式取得申告
( 事後60日以内 )

法第5条 (第2項第2号～第6号)

資本財の輸入通関
(税関)

外国人投資企業登録(新規申請) : 法第21条、令第27条

投資資金の送金 

(銀行、税関携帯搬入)

• 無償増資 

(準備金、再評価積立金な
どの資本への組入)

• 企業合併・分割、包括
的株式交換・移転

• 外国人の購入・相続・
遺贈・贈与

•	果実（現金配当、株式
配当）の出資

• 転換社債、交換社債、�
株式預託証書の株式転換

資本財導入物品明
細書の検討・確認

を申請
(受託機関)

現物出資完了の
確認を申請

(KOTRA関税庁
派遣官)

株金納入保管 代金精算

法人設立(増資)登記
及び事業者登録

* ��株式の旧株取得は事後60�
日以内

Procedure 投資の手続き
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新規設立

01. 
人

投資 KOTRA( 投資総合行政支援センター
投資 ) 行 支   

行

★ 人
• 申告書2部

( 投資 行  1

投資 )

• 外国人投資家の国籍証明書 

( ー
)

[現金出資ではない場合]
•   出資目的物に対する証明書類�

( )
 	 行

※ お問い合わせ :
KOTRA 外国人投資総合行政支援センター�
(1600-7119)

技術出資の場合、産業財産権などの技術に対する価格評価証明書類を提出する必要があり、技
術評価機関は韓国産業技術振興院、技術保証基金、韓国産業技術評価管理院、韓国環境公団、
国家技術標準院、韓国科学技術研究院、韓国科学技術情報研究院、情報通信産業振興院などで
ある。

 	 投資 30  行 39 ン ー
行 4

外国人投資申告
[ KOTRA、外国為替銀行 ]

01

4 5

法人設立申告および事業者登録
[ 税務署 ]

05

2 3

投資資金送金
[ 外国為替銀行、税関携帯持込 ]

02

2 3

法人設立登記
[ 法院登記所 ]

03

許認可取得
[ 必要時、関連機関 ]

04

法人口座開設
[ 外国為替銀行 ]

06

外国人投資企業登録
[ 最初申告機関 ]

07

   投資  5 21 行 6 27 行 2 17

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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02. 投資 投資資 行

合

投資資
10 ウォン 合 投

資 行
合

03. 
人

2 3
ンター

 PART 4.     03. 法人設立登記手続きを参照 ( p.049 ) 

04. 合
区

タ 合
 PART 4.     04. 許認可手続きを参照 (p.049) 

( 投資 ー )
行

合 資
投資

Procedure 
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06. 
人

行
行 20

行 行
 PART 4.     06. 法人口座開設手続きを参照 ( p.050 ) 

07. 
人

投資 階 投資
(KOTRA

行) 資 60
投資

05. 
人 3

 PART 4.     05. 法人設立申告及び事業者登録手続きを参照 ( p.049 ) 

人
• 申請書1部( 投資 行 17   投資 )
•		登記事項全部証明書 / 外国為替購入証明書 / 株主名簿 / 事業者登録証のコピー
 行 合

★ 

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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人

即時

外国人投資申
告(KOTRA、

外国為替銀行)

2 3

投資資
(

行
)

2 3

資
( )

即時

外国人投資企
業登録/変更登
録(最初申告機

関)

増資

人
•	申告書2部( 投資 行 1   

投資 )

• 外国人投資家の国籍証明書( ー
)

[現金出資ではない場合] 
•	出資目的物に対する証明書類(  資

)

 行 合

※ お問い合わせ：KOTRA 外国人投資総合行政支援センター (1600-7119)

人
ンター  www.iros.go.kr   資 センター     

 ( )
※ お問い合わせ：最高裁判所登記所 法人登記担当 (1544-0773→2→3)

★

01. 
人

投資 KOTRA( 投資総合行政支援センター
投資 ) 行   行

02. 

03. 
人

資 2 3
ンター

04. 
人

投資 階 投資   
(KOTRA

行 支 )

Procedure 
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即時

外国人投資
申告

(KOTRA、
外国為替銀行)

投資資

即時

外国人投資企
業登録 / 変更
登録(最初申告

機関)

旧株の取得

01. 投資

02. 
人

投資 KOTRA( 投資総合行政支援センター
投資 ) 行 行

03. 行 支

04. 
人

投資 階 投資
KOTRA 行

 	 資 合 資
合 資

人
• 申請書2部( 投資 行  

1    
投資 )

• 外国人投資家の国籍証明書�
( ー

)

 	 行 合

[現金出資ではない場合]
• 出資目的物に対する証明書類(

市 )

• 株式取得関連証明書類( )

※ �お問い合わせ：KOTRA 外国人投資総合行政
支援センター(1600-7119)

人
• 申請書1部( 投資 行

17   投資 )

•登記事項全部証明書
•外国為替購入証明書
•関連契約書
•株主名簿
•事業者登録証のコピー
 	 行 合

 	 投

※ �お問い合わせ：KOTRA 外国人投資総合
行政支援センター(1600-7119)

★

人

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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即時

外国人投資
申告

(KOTRA,
外国為替銀行)

投資

長期借款

人
• 申告書2部�

( 投資 行 2 投資 )
• 借款提供者の国籍証明書
•海外親会社、または親会社と資本出資関係であることを証明する書類
•借款契約書
 行 合

※ お問い合わせ：KOTRA 外国人投資総合行政支援センター (1600-7119)

★

01. ( 投資 投資 資 )
投資

02. 
人

投資 KOTRA 投資総合行政支
援センター 行 行

03. 投資

04. 投資 投資

人

投資 資

Procedure 
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投資
外国人投資申告

投資 行

未処分
利益剰余金
の再投資

人
•	申告書2部�

( 投資 行 2 2   
投資 )

•未処分利益剰余金使用投資計画書
•財務諸表に対する監査報告書(外部監査報告書)
•最近決算期の利益剰余金処分計算書
•外国人投資登録証の写し

※ お問い合わせ：KOTRA 外国人投資総合行政支援センター(1600-7119)

★

01. 投資 投資

 投資 KOTRA

02. 
人

投資 KOTRA総合行政支援センター 行

03. 
行

投資 投資 行
 	 投資 投資   
投資

人

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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区分 申告項目 備考

事前
申告

 	 投資  
 	 投資

新株、旧株取得、または出捐
(ただし、防衛産業体の場合、旧株取得
時、産業通商資源部に許可申請)

投資 -

投資
外国人投資企業がKOTRA
総合行政支援センターに申告

事後
申告

投資
上場法人の旧株式を取得する場
合、取得後60日以内

投資
 投資 合
 投資 資
	 合 ・
	 ( ) 資
	 ・相 ・ ・
 	 ( )・ ( )・ (DR) ・ ・

取得日から60日以内

投資 ( ) 事由発生日から60日以内

  投資

発
合

変更事由 登記事項全部
証明書 事業者登録証 外国人投資企業

登録証
商号
住所

資本金または
投資金額 -

持分率 -
目的事業

役員 ( 合 )
代表取締役の

住所 -

 			 合 14
合

Procedure 
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人
•申請書1部( 投資 行 17   投資 )
•外国人投資企業登録証の原本/外国人投資企業の法人登記簿謄本( )

[必要に応じて追加添付]
• 出資目的物の証明書類 / 現物出資完了確認書の写し(資 資 合) / 外

国為替購入証明書 または外貨預入証明書の写し / 株主名簿(
) または株式譲受・譲渡代金の証明書類 / 「商法」上の検査人の調査報告書

または鑑定人の鑑定評価書の写し( 資 行 合) / その
他株式の取得に関する証明書類など、変更内容を証明する書類

 行 合

★

人 人
投資 ( ) 投資 合

30 投資
投資 合 投資 行

人
投資 投資 (

) 合 投資 資
投資  

    投資 21 行 28

•合併等により株式を取得した時(合併、無償増資等により株式を取得した時)
•外国人投資家の株式譲渡、資本減少により保有持分または投資比率に変更があった時
•内国人の増加により外国人投資家の保有持分または投資比率に変更があった時
•外国人投資家または外国人投資企業の商号または名称、国籍に変更があった時
•	その他、外国人の投資金額、投資比率、外国人投資企業の住所などの登録内容に変更があっ

た時

   投資 5 2 6

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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01
	外国人投資企業を設立する際、納入資本金の0.4%を登録免許税
として納付する。しかし、本店住所を首都圏過密抑制圏域内に
置くと3倍重課され、納入資本金の1.2%に相当する登録免許税を
納付しなければならなくなる。重課を回避する方法はないか？

28 2 市
資 0.4 相

 
行 26 1

02
外国人直接投資の場合にも、金融監督院への外国人投資家登録
が必要か？

市

投資 投資
合 投資

市 合

03
	KOTRAが発行した外国人投資企業登録証を保有している企業で
ある。業務上の便宜のために、KOTRA以外の取引銀行で外国人
投資企業変更登録を行いたいが、その手続きは？

投資
投資

2 ( )

* 申請書様式ダウンロード

www.investkorea.org  

▶ 情報センタ ▶ 資料室 
▶ 資料書式

Procedure 
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04
外国人投資申告をするとき、申告した内容通り履行されていな
い場合、罰則規定があるか？

投資 行 投資
合 ( )

05
外国人が韓国法人によって発行される株式を買収する際に、そ
の額が1億ウォン未満の場合、申告する必要があるか？

投資 1 ウォン 投資
合 ( 7-32 )

行

06
�外国人投資企業は、設立登記前に登録免許税などを事前に納付
しなければならない。しかし、法人設立資金の用途で銀行に預
けた資金は、法人設立登記前に引き出すことができないが、こ
れを解決する方法は？

投資資

 4-3 6 投資 投資
支 支

07
長期借款方式の外国人投資で債権を保有している外国人投資家
が長期借款を株式、または持分に直接転換することは可能か？

相

資
資 相

334
資 資

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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08
オンラインで外国人投資申告することができるか？

オン ン 投資
KOTRA投資 投資

09
外国人投資企業の商号を選定する時、韓国内で既に使用されて
いる同じ商号を使用することはできないのか？

29 市 市 市 市(行
政市 ) ( 市 )

10
外国人投資企業が法人設立登記をする際、オフィスの賃貸借契
約書を添付する必要があるか？

* �投資拠点貿易館の
現況

www.investkorea.org 
 

 ▶ 情報センタ ▶ IK紹介 
▶本社およびグローバル
ネットワーク

Procedure 
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法人設立
� 法人類型
� 法人形態
� 企業設立の手続き

外国人が韓国で起業をする方法としては、「外国人投資促進法」による新株(法人設立を含む)、または旧株式を取得するこ

とと、「外国為替取引法」による外国法人の韓国支店、または連絡事務所を設置することがある。

外国人投資企業は、「商法」によって設立される韓国法人で、その形態には、合名会社、合資会社、有限責任会社、有限会社

および株式会社があり、外国人投資家が主に設立する法人の形態は有限会社と株式会社である。

CORPORATE
BUSINESS

Procedure
投資の手続き

PART

4
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� 人

人 人 人

根拠法規 投資

法人性格

外国人直接投資

商号

営業活動の範囲

最小資本金額の要件 1 ウォン

法的責任

独立性

韓国国内借入

設立手続き

1. 投資
2. 資
3. 
4. 
5. 投資

1. 支
2. 
3. 

1. 支
2. 

会計および税務
・ ・

法人税率       法人税を参照 (p.136) 

課税対象所得金額
合

支
合

支

税制優遇 投資

項目 外国人投資企業 支店 連絡事務所

Procedure 
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法人形態 合 合資
5 投資

01. 資 資
行

02. 資

投資
行 (2018.11.1. 年

)

法人類型 1 ウォン 投資
10 合 投資 投
資

支 区
支

市 ー ン

外国人
投資企業

(内国法人)

外国企業韓国支社
(外国法人)

合資

合

支 ( )

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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株式会社 有限会社

趣旨

最小資本金 ( 投資 合 1 ウォン )
持分単位 100ウォン
出資譲渡 総
社債発行

取締役会制度

取締役の数 3 	
(資 10 ウォン 合 1 )

1

監査の数 (資 10 ウォン   資
合 )

上場の可能性

01
外国人投資企業、外国法人の韓国支社に派遣される外国人が取
得できる査証は何種類か？

投資 投資 ・
・

投資(D-8)
支 1年

支
(D-7)

① 株式会社
•	株券上場法人(有価証券市場・コスダック市

場・コネックス市場)、または株券上場予定
法人

• 直前事業年度末の資産総額または売上が500億
ウォン以上

• 次の4つの要件のうち、2つ以上を満たして
いない会社

資産総額 120 ウォン
負債総額 70 ウォン

売上 100 ウォン
従業員数 100

② 有限会社
• 直前事業年度末の資産総額または売上が500億

ウォン以上
• 次の5つの要件のうち、3つ以上を満たして

いない会社

資産総額 120 ウォン
負債総額 70 ウォン

売上 100 ウォン
従業員数 100

社員(出資者)数 50

有限会社は選択肢が比較的多く、監査対象か
ら除外される確率が株式会社より高い
 	   

行 5 ( 行  2020.10.13)

Procedure 
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投資 投資 投資 投資資
投資

投資 投資
2

投資 資 行

投資 ー
ー ー
合

★ 人
•�国籍証明書( 合 ー 合

) / 外国法人代表者のパスポートのコピー /外国法人株主名簿
( )  / 代理人選任時委任状2部

 ー ー

人
•就任承諾書( ー ) / パスポートのコピー

人
• 就任承諾書 / 署名公証、住所地証明( ー

) / パスポートのコピー

企業設立の
手続き

外国人投資申告
[ KOTRA外国為替銀行 ]

01

4 5

法人設立申告および事業者登録
[ 税務署 ]

05

2 3

投資資金送金
[ 外国為替銀行, 税関携帯搬入 ]

02

2 3

法人設立登記
[ 法院登記所 ]

03

許認可取得
[ 必要時、関連機関 ]

04

法人口座開設
[ 外国為替銀行 ]

06

外国人投資企業登録
[ 最初申告機関 ]

07

   投資 5 21 行 6 27 行 2 17

人

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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ジ

18ヶ国

ー ー ン ウ ー ル ー
ン ル ル オー ( )

ン ( オ ) ク ク ン
ー ピン

ー
52ヶ国

オ ン ルウ ー ン ーク
ルー ルクセン ルク

ン タ ン ン ル
ルタ ル ー ルー ル ル

ン セル ウ ー ン
ン ル ン ン
ル ン ン ル
オー ウ タン ウク タ ョー

タン ソ ク ル タ
ン ル ル ル ー ン ン

ン ン ン ー

1ヶ国 ( オ ン ル )

30ヶ国

ル
ー ル セン ル セン

ンセン セン ク ー・ ル
ン ー ン ・ ー ー ク ル ル ル

ル ン ウル タ ン
ー ルー

12ヶ国

ソ ウ
ン ・ ン セー ル

ル ルン

4ヶ国 ー ーン オ ーン ル

117

   ( ag e on eren e) www.hcch.net 

ー

Procedure 
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( 投資 ー )
行

合 資
投資

投資 KOTRA( 投資総合行政支援センター
投資 ) 行 支

行

01. 
人

人
•�申告書2部 

( 投資 行 1
  

投資 )

•�外国人投資家の国籍証明書 

( ー
)

[現金出資でない場合]
•		 出資目的物に対する証明書類 

(   )

 	 行 合

※ �お問い合わせ：KOTRA 外国人投資総合
行政支援センター (1600-7119)

02. 投資 投資資 行
合

投資資
10 ウォン 合 投

資 行
合

技術出資の場合、産業財産権等の技術に対する価格評価を証明する書類を提出しなければなら
ない。技術評価機関には、韓国産業技術振興院、技術保証基金、韓国産業技術評価管理院、韓
国環境公団、国家技術標準院、韓国科学技術研究院、韓国科学技術情報研究院、情報通信産業
振興院などがある。

 			 投資 30 行 39 ン ー
行 4

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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03. 
人

2 3
ンター

人
ンター  www.iros.go.kr   資 センター    

  ( )
※ お問い合わせ : 最高裁判所登記所 法人登記担当 (1544-0773→2→3)

★ 

化粧品製造業、化粧品輸入販売業、食品製造業、食品収入販売業、医療機器販売業、医療機器
製造業、医療機器収入販売業、通信販売業(電子商取引を含む)、飲食店業、 宿泊業、健康食品
販売業、建国食品収入販売業、旅行業、外国人患者誘致業、酒類収入業、職業紹介業など

04. 合
区

タ 合

05. 
人 3

人
• 申請書1部( 行  73   )
• 定款 / 賃貸借契約書 / 登記事項全部証明書 / 株主名簿 / 外国為替購入証明書 / 

代表者のパスポート / 外国人投資申告서 / 許認可証( )など
 行 合 ピー

※ お問い合わせ：最高裁判所登記所 法人登記担当 (1544-0773→2→3)

★

Procedure 
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06. 
人

行
行 20 ( )

行

人
• 登記事項全部証明書 / 事業者登録証のコピー / 法人印鑑証明書 / 法人印鑑 / 

代表者の身分証明書のコピー / 本社株主名簿( ) / 株主名簿
 行 合 ピー

★

07. 
人

投資 階 投資
(KOTRA

行)
資 60 投資

資 60
投資

段階別申請書は、各関連機関のホームページから簡単にダウンロードすることができる。

• 外国人投資申告および登録書式 

インベストコリア www.investkorea.org  ▶ 情報センター ▶ 資料室 ▶ 資料書式

• 	法人設立登記	
最高裁判所インターネット登記所 www.iros.go.kr  ▶ 資料センター ▶ 登記申請様式 ▶ 法人
登記 ▶ 검検索(設立登記)

• 	法人設立申告および事業者登録	
法制処 www.moleg.go.kr  ▶ 検索ウィンドウ ▶ 付加価値税法施行規則 ▶ 別表、書式

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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人  (資 1 ウォン )

1  ソウル 市
2  		 市 区 ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ 区 ( 区
)

3  政 市  4  市
5  		 市

6  市  7  市  8  市  9  市  10  市 
11  市  12  市  13  市  14  市  15  市
16  市 月 ( 月 )

 	   (www.moleg.go.kr  )  ウ ン ウ  行    
 1

項目 金額(ウォン) 備考

登録免許税 1 200 000 資 0.4 ( 合 3 )

地方教育税 240 000 20

最高裁判所
収入印紙 25 000

公証費用 1 000 000

合計 2 465 000

 

人
• 申請書1部( 投資 行 17   投資 )
• 登記事項全部証明書 / 外国為替購入証明書 / 株主名簿 / 事業者登録証のコピー
 行 合

Procedure 
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立地
� 産業立地の理解
� 外国人投資企業重点誘致地域

外国人投資企業の事業立地の選定においては、その企業の形態や業種に対する考慮が必要である。製造業の場合、一

般的に工場の設立が容易な産業団地に入居するか、個別立地の用途を変更して工場を設立する方法がある。

CORPORATE
BUSINESS

Procedure
投資の手続き

PART

5
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� 地

経済自由区域 外国人投資地域 自由貿易地域
(9ヶ所) 団地型(28ヶ所) 個別型(78ヶ所) 産団 7ヶ所, 港湾/空港型 6ヶ所

• 区
• 人

•   	
根拠

• 市   
  •市     市

• 行政 /市
  

  
手続き

• -
• 50年

( 1
50 100  )

• 

	
( 50年  50 100 )

• (  1  75 100 )立地
支援

• 	
• 	 投

• 	
• 	 投

  50  	
	   
50

 支援

入居
資格

• 	 投
	 投  30  	
1 ウォン
	

• 	 投  
投資	

( )
•  3 ル
•  1 ル
•  2 ル
• R D  2 ル  	

  10

租
税
減
免

• 	 3 (1 ) ル  
• 	 1 (5 ) ル  
• 	 2 (1 ) ル  
• 	R D  2 (1 ) ル  	

  10   
• 	 5 ル
• 	 3 ル

• 	  1 ル  
• 	  5 ル

• 	 1 ル
• 	 5 ル

• 	  3 ル
• 	  1 ル
• 	  2 ル
• 	R D  2 ル 	

  10

要
件

• / / -  
15年 ( )

地
方
税

• 資  5年  100  
7年  •

• 資  5年  100  	関
税

• 	 投資 • 	 投資• 投資対
象

Procedure 
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産業立地の
理解

人 地

投資

投資
投資 合 投資 投資

区
投資

計画立地

産業団地
・ ・ 市

外国人投資誘致重点地域
投資 投資

区

国内外投資誘致重点地域
セ ン 市

研究開発、技術、業種別集積地域
区 ル

合
ン ー 区

市 区

規制革新地区
区 区

国家均衡発展のための立地
合 市 市

個別立地 国土計画法の用途地域に合致する工場の建築
(工場設立承認、創業事業計画承認)及び運営

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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合

合

 ー ー   www.kicox.or.kr  (2020 )

地 地

 

( )
 (

)

創業事業 
計画承認

 
(区 区)

500 2

工場登録
申請

工場設立
不可

工場新設
承認 

(製造施設
承認)

工場設立
不可

YES

YES

NO

YESNO

NO NO

NO YES

YES

NO

YES

Procedure 
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01. 
地
地

政
政

合

地 地
支援

・

・
支援 合

・ 合

投資 ( ) ク ター
区 セ ン

区 合
資

合
合

投資 投資 区

地 ル

相
5年

合

 	 合 	
  39

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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地

市・

合 行
2 ( )

 
行

合
行

合 市・
市

 	 行

産業団地 個別立地

地 地 所 所

• O
• 

• 

• 

• 政 支援

• 

• ・
• 市 	

• 

長所

• 

• 

• 支

援 ンセン
• ( 路 )
• 

短所

Procedure 
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02. 
総

• ( ・ )
• ・支援
•

•

地 地

行政
5

合 10

入居
申請
(5日)

入居
審査
(管理

機関、
5日)

入居
契約
締結
(管理
機関)

分譲
契約
締結
(事業

施行者)

工場
建設

登録
(3日)

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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地
 

合
20

合
14 合 7

 	   行 行政
行政 ー

•入居基準確認申請

10

•工場建設                                                               

•工場登録
2 月

3

所 500
合 行政

行

合
   62 10

立地基準 
確認申請

(10日)

工場設立
承認

(14日)

工場
建設

工場設立 
完了申告

担当
公務員 

訪問確認

工場
登録
(3日)

Procedure 
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 支援

負担金 関連法 負担金 関連法

負担金 138
廃棄物
負担金

資 クル
12

農地保全
負担金

38

水利用
負担金

支援
19

代替草地
造成費

草 23 支援 30

基本賦課金
35

1
支援

32

基本排出
賦課金

41
1

・
支援

30

負担金 51
代替山林資
源造成費

19

 	 3年 草 7
年  	

  支援 39 3

        

• 「首都圏整備計画法」上、過密抑制圏域・成長管
理圏域および自然保全圏域においては、工場
建築面積500m2以上の工場(知識産業センター
を含む)を新設・増設、または移転したり業種を
変更する行為をしてはならない。

 		   
20

		しかし、外国人投資地域に入居する外国人投資
企業は、例外的に成長管理圏域において建築面
積500m2以上の工場(知識産業センターを含む)を
新設・増設、または移転したり業種を変更する
ことができる。

   投資 20

成長管理地域のうち、平沢市内においては建築
面積500m2以上の工場(知識産業センターを含
む)を新設、または増設することができる。ただ
し、工場新設の場合、一定の業種に限る。

 			   市
支援 25

ム
Factory-On(www.factoryon.go.kr ), 工場設
立オンライン支援システム : 韓国産業団地公団
が運営する工場設立オンライン支援システムを
通じて、工場設立の情報提供、設立実務案内、
工場設立に関する民願、産業団地への入居、諸
証明の申請など、ワンストップ行政サービスを
提供している。

地 地
ー

全国地域本部および支社13ヶ所に工場設立支援
センター運営(ソウル、仁川、京畿、原州、天
安、大邱、亀尾、蔚山、釜山、昌原、光州、群
山、光陽)

• 工場設立オンライン支援システム 

   

•  韓国産業団地公団立地支援チーム 

070-8895-7266

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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法令 内容

「産業集積活性化および
工場設立に関する法律」

「中小企業創業支援法」
( )

( )

   

地

法令 内容

「首都圏整備計画法」
3 (

) 区

「国土の計画および利用に関する法律」
区

「産業立地および開発に関する法律」
(

市
)

「建築法」
29 区

( )

「私道法」

「開発利益還収に関する法律」
(

)

法令 内容

「ベンチャー企業育成に関する
特別措置法」

室 セ
ンター ン ー

「中小企業創業支援法」

「中小企業基本法」

「中小企業振興に関する法律」

Procedure 
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法令 内容

「大気環境保全法」

「水質および水生態系 保全に関する
法律」

「騒音・振動管理法」

「廃棄物管理法」

「環境影響評価法」

「化学物質管理法」 ・
3 ン

「化学物質の登録および評価などに
関する法律」

・

法令 内容

「租税特例制限法」

• ( ) 	
- 	

• ( ) 	
- 投資

「地方税特例制限法」

• ( )
	

- 	 セン
ター

投資 政  2020 (KOTRA)
Download

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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区 投資
投資 支援

支援 合 支援

合

外国人投資
企業の
重点誘致地
域

01. 
人 地

投資 ー 3
投資

ー 投
資 支援 行

人 地  2020年12月末基準

団地型 個別型 サービス型

指定現況(個) 28 78 3

  2021年3月

地 地 人 地  2020年12月末基準

 		 投資 	

ー ー (www.kicox.or.kr  )   投資 ー

1 2

5
2 2-1 2-2

月

Procedure 
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02. 区 投資 支援
区

投資 投資
区

セ ン (2018.4. 区 ) セ ン 政
・支援 投資 支援

地 地 人 地  2020年12月末基準

団地名
賃貸料

(ウォン/㎡-月)
団地名

賃貸料
(ウォン/㎡-月)

団地名
賃貸料

(ウォン/㎡-月)

( ) 320 ( ) 241 ( ) 249

( ) 74
( )

155
( )

144

( ) 234 ( ) 323 2( ) 290

( ) 171 ( ) 127
( )

122

( ) 227 ( ) 103 ( ) 160

1( ) 262
( )

451 2-1( ) 290

( ) 165 ( ) 470
( )

248

( ) 383 5( ) 207 2-2 290

支 ( ) 446
月 ( )

(1 )214
/(2 )250

374 
2( ) 303

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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ム  2020年12月末基準

 区 2020年 2021年 区

ム

ー ル

区
ー ル ク

ター

路

ン

市 ョ
ン

ル
ン クセ

オク ター
IT T 合・ 合

資
2018年 オ ンピ

ク
ク ター ーン

・

IT / 
 

ク タ
ー
資

6

ー ー

ク ター
・ ー

ル ー

R D

AI ー 合

ー ル ー オ

Procedure 
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03. 
地 投資

支援

入居資格は、外国人投資企業、輸出を主な目的とする製造業・知識産業・韓国回帰企業・輸
出入卸売業を営む企業で、過去3年間の売上高のうち輸出額の割合が50%以上の期間が連続1
年以上の企業などに与えられる。その他、荷役運輸などのサービス業者と公共機関などの諸
資格などがある。

   10

生産および物流機能
(製造業、物流業)

(生産、荷役、輸送,
保管、展示、貿易)

海外 自由貿易地域(非関税地域) 国内

国内地域物品持込
みなし輸入(輸入通関)

国内物品持込
みなし輸出(関税還付)

持込関税免除

(財)輸出トランシップ

   投資 区  2013

地

地  2019年12月末(単位 : 千㎢)
 空港型    港湾型    産業団地型

(3,050)

(1,837)

(1,429)

(1,256)

(991)

(1,157) (344) (8,880) (957)

(248)

(925)

(819)

(9,364)

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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04. 
地

地
投資 セ ン 市

投資 投資
ンセン

発 地
・ ・

ンセン 区
合 ・

合 ・
行

区分 指定地域 関連法令

先端医療複合団地
市 合

支援

研究開発特区
区

国際科学ビジネスベルト
区

・ ・ 区

ル
支援

プリ産業特化団地
33

物流団地
陵 23

 

Procedure 
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PART

6

査証
� 入国
� 企業投資査証発行および在留手続き
� 外国人投資家在留許可専用窓口の運営
� 外国人在留民願訪問予約制
� 在留資格別査証申請
� 出入国優遇制度
� 高額投資家、投資企業役員に対する居住および永住権付与
� 公益事業投資移民
� 不動産投資移民制

韓国に入国する外国人は、原則として事前に査証(ビザ)の発行を受けなければならない。外国人が査証の発行を受けて入

国したり、無査証国の国民が入国しても、許可なしの入・出国は許されない。上記の場合にも、国境や空港、港などで

出入国申告手続きを踏む必要があり、入国条件を満たさない場合、入国が拒否されることもある。また、90日を超えて

韓国に滞在しようとする外国人は、在留地を管轄する出入国・外国人官署などに外国人登録を行わなければならない。

CORPORATE
BUSINESS

Procedure
投資の手続き

PART

6
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入国 3

< 3 >

在

( 資 )
査証なしで入国

< 1 >
在 発行

( )
在外公館が
査証発行

< 2 >
発行

・ 行 (
) 行 行

出入局・外国人
官署から査証発
行認定書または
認定番号を発行

行

Procedure 
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企業投資(D-8)査証発行および在留手続き

査証発行認定書 
発行申請

住所地管轄
地方出入局・外国人

官署

在外公館

住所地管轄
地方出入局・
外国人官署 KOTRA

外国人投資
総合行政

支援センター

外国人に伝達

査証発行申請

在留資格外活動許可

在留地管轄出入国管理事
務所および市・郡・区・邑

・面・洞の長

入国

外国人登録

在留資格変更

在留期間延長

在留資格付与

再入国許可

勤務先の変更・追加

外国人登録事項 変更申告
同系列内で勤務先の

変更・追加

90日以内

外国人登録証発行

15日以内申告

15日以内申告

子女出生申告(90日以内)

15日以内転入申告

外国人登録証返却

居住地変更

出国出国審査

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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01. 
発行 行

行
合 資

・
行 ( ) 行

行

発行
 	 行  行

  

 	 行
・

行 合 行
行

行
 	 ・

資 (D-8 )
 行 3 月

02. 
人

91 90
・

Procedure 
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03. 
在

資
資

資 2 ウォン
合

在

4 月

人
資

90 資

在
人 人

行
17 合

合 行

ー

人 ・
合

合

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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04. 
資

・ ( -1 -7 )
15

合 1 ウォン

在
資 行 資

資 資
合 2 ウォン

合

地
合 14

市・ ・区 ・ ・
・
合 100 ウォン

人
資

15 ・
合 200 ウォン

   ( ク・ ル ョン・ ン )

Procedure 
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外国人
在留民願
訪問予約制

ソウル
6 ・

ンター ー ー クセ
・

外国人投資
家在留許可
専用窓口の
運営

投資 KOTRA
投資総合相談室

区 投資(D-8)資
資

資
投資(D-8) 資 ・

行

ソウル 投資支援センター(
) 投資 投資(D-8)資

行

人 ー
•

www.hikorea.go.kr 

• 資 ル ー

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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在留資格別査証申請

01. 発行
投資

ン
ー ン ー 行
 • 投資

投資  
合

 •	 投資 1 ウォン 投資資
合 投資

 •	 ・
合

 • 投資 ・

( -3)

(D-3) ( -9)
( -10) ( -2) ( -1) 資
( -1)資 ( ン ン )

合 D-8 資

人
•役員
組織内で組織の管理を第1次的に指揮し、意
思決定に幅広い権限を行使する、その企業の
最高位の役員であり、取締役会、株主から一
般的な指揮/監督のみ受ける者(役員はサービ
スの実質的な供給や組織のサービスに関連し
た業務は、直接実行することはできない)

•上級管理者
企業または部署単位の組織の目標と、政策の
策定および施行に責任を負い、計画/指揮/監
督に関する権限と、従業員の雇用および解雇

権またはこれに関する推薦権を持ち、他の監
督職/専門職/管理職従事者の業務を決定/監督/
統制したり、日常業務に
裁量権を行使する者(被監督者には専門サービ
ス供給者ではない第一線監督者は含まれず、
直接サービスを提供する行為に従事する者も
含まれない)

•専門家
当該企業のサービスの研究/設計/技術/管理な
どに欠かせない高度な専門的かつ独占的な経
験と知識を有する者

Procedure 



076

在 人
投資

在

合

02. ・
合 (85 )

資
行

合 資
合

★ 

在 人  

[法人の設立者が外国会社の場合]
• 統合申請書1部( 行  34   合 ) 

/ パスポート、パスポート用写真1枚
•結核ハイリスク国の国民の場合、結核検診票(保健所発行確認書)
•結核検査義務化対象国(35ヶ国)

ール ール ー ン ル ン
ー ン ン ウ タン
ン ン ン ル タン タ

タン ピン オ タン タ タン
ウク ル ン ルー ル

オピ ン
ン ーク ン ン ルー

ー
• 外国人投資企業登録証明書のコピー / 事業者登録証のコピー / 3ヶ月

以内に法人登記事項全部証明書 / 駐在活動の場合、派遣命令書(
( ) 行 )および在

職証明書( ( ) 行)
• 必須専門人材立証書類 : 資格証(技術者)、経歴証明書、組織図、学位

証の中で1選択
• 営業実績(輸出入実績など) 証明書の中で - 納税事実証明(

)
• 在留地証明書類( ) / 株主変動状況明細書原本
• 投資資金導入証明書類_ 行( )

( ) ( ) 投資資 (
) / 事務室賃貸借契約書

• 外国人職業および年間所得金額申告書

※ 全ての書類は業種と投資額により異なる場合があります。

 

[法人の設立者が外国人の場合]
•  統合申請書1部( 行  34   合 ) 

/ パスポート、パスポート用写真1枚
•結核ハイリスク国の国民の場合、結核検診票(保健所発行確認書)
•結核検査義務化対象国(35ヶ国)

ール ール ー ン ル ン
ー ン ン ウ タン
ン ン ン ル タン タ

タン ピン オ タン タ タン
ウク ル ン ルー ル

オピ ン
ン ーク ン ン ルー

ー
• 外国人投資企業登録証明書のコピー / 事業者登録証のコピー / 3ヶ月

以内に法人登記事項全部証明書 / 株主変動状況明細書原本 / 在留地
証明書類のコピー( ) / 事務室賃貸借契約書の
コピー / 法人口座および法人口座取引履歴のコピー / 事業場の写真
( 資 ) / 当該業種または
分野の事業経験に関する国籍国の書類( ) / 投資資
金導入証明書類_ 行 ( )  
/ 外貨他発送金取引明細書( 合)または税関申告書(

合) / 外国為替購入証明書
• 営業実績(輸出入実績など)証明書類(既存実績がある場合)_

( , 付加価値税課税標準証明投資資金使用履歴および証明
書類_ 室 ン 行

• 外国人職業および年間所得金額申告書

※ 全ての書類は業種と投資額により異なる場合があります。

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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03. D-8 -7 資 年
D-8 -7 資

在 人
• 統合申請書1部( 行 34   合 ) / パスポート / パス

ポート用写真1枚 / 結核ハイリスク国の国民の場合、結核検診票( 行 ) / 
D-8-1所持者外国人登録証のコピー / 結婚証明書( ) / 	
在留地立証書類( ) / 小中高在学有無申告書(6 18 ) / 在
学証明書

•  手数料(資 10 ウォン (行政 ) 行 3 ウォン( ))

※ 全ての書類は、申請人の資格確認などの審査のため、一部の添付書類が異なる場合があります。

在
• 統合申請書1部( 行 34 ) / パスポート / パスポート用写

真1枚 / 外国人登録所 / 結核検査義務化対象国の国民の場合、結核検診票( 行
) / D-8-1所持者外国人登録証のコピー / 在留地立証書類( ) 

/ 小中高在学有無申告書(6 18 ) / 在学証明書
•手数料(  6 ウォン)

※ 全ての書類は、申請人の資格確認などの審査のため、一部の添付書類が異なる場合があります。

★

資料提出時の韓国国内発行書類の有効期間が別途設定されていない場合、発行日から3ヶ月以
内とする。 地方出入国・外国人官署の長は、査証および在留審査のため、特に必要であると
認められる場合は提出書類が変更される場合があるので、注意が必要である。

在
在

区分 在留資格別対象
外交公用(A) (A-1) (A-2) (A-3)
査証免除(B) ( -1) ( -2)
非営利短期(C) ( -1) ( -3) ( -4)
長期在留(D) (D-1) (D-2) (D-3) (D-4) (D-5)

(D-6) (D-7) 投資(D-8) (D-9) (D-10)
就業(E,H) ( -1) ( -2) ( -3) ( -4) ( -5) 行( -

6) ( -7) ( -9) ( -10) ( -1) -2( )

同伴居住(F) (F-1) (F-2) (F-3) (F-5) (F-6)

その他(G) ( -1)

 資 -3( ) F-1( ) -2( ) F-4( ) F-5( )

Procedure 
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出入国
優遇制度

政 投資
投資 ー

合 合 投資
資

01. 
所

投資 (D-8) (Fast tra k)
 

• 行(3 ウォン) (6 ウォ
ン) 資 (10 ウォン) (12 ウ
ォン) (3 5 ウォン)

 	 資 (12 ウォン) 行 (2 ウォン)

02. 

ー

投資
(Fast tra k) セ

ー (I igration 
Priorit  ar ) 行

ー 発行

区分 人

製造業 15 ル
金融、保険 50 ル

卸小売、運輸、倉庫業 5 ル
その他 10 ル

研究開発
2 ル

新成長動力産業技術随伴産業

 		 ー 投資 50
合 KOTRA 投資総合行政支援センター02-

3497-1971

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証



079

高額投資家、投資企業役員に対する
居住および永住権付与

01. 50 ル 投資 投資(D-8) 資 3年
50 ル 投資

投資 3年
資 (F-2)

 30 ル 投資 2 F-2資

02. 50 ル 投資 投資 5
資 (F-5-5)

投資 投資 資
5 ル 投資 投資 (

) 3年
資 (F-5-12)

 			 10 1 資 10
資

Procedure 
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公益事業
投資移民

投資 投資
5 ウォン 投資

資 (F-2) 5年 投資 合
資 (F-5) 投資

15 ウォン 投資 5年 投資
合 資 (F-5)

 

(ウ 行)

送金確認
および

居住資格 
(F-2)変更

投資維持 
5年後 

永住資格
 (F-5)付与

• 法務部長官が定める現金保障無利息ファンドに5年以上投資した場合
法務部、韓国産業銀行が投資移民ファンドを活用したスマート場優遇金融貸付商品を準備し
て、中小企業のスマート工場建設に貢献する。

• 元金が保証され、いつでも投資金の回収が可能だが、投資金の一部、または全部回収時に
は、これまでに付与された居住資格を喪失する。

※ お問い合わせ : 法務部 グローバル人材査証センター 032-740-7788, 7600

外国人直接投資の類型外国人投資促進政策 投資類型別の手続き 法人設立 立地 査証
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不動産投資
移民制

・ 5 ウォン 投資
資 (F-2) 5年 投資

合 資 (F-5)

所  www.visa.go.kr 

1. ���投資状態維持 投資施設を他人に賃貸したり、担保設定、または差し押さえられた場合、売
買した場合には、投資要件を喪失する。	
投資要件を喪失した場合、外国人登録は抹消され、投資ビザで継続して在留することはでき
ない。

2. ��就業、または経済活動 不動産投資移民(F-5)査証を所持している場合、一般的な就業、経
済活動、学業などは自由であるが、蛇行行為や善良な風俗に反する営業や就業は禁止さ
れる。

3. ���再入国許可期間 外国人登録をした場合、出国日から1年内に少なくとも1回以上韓国に入国
する必要があり、入国しない場合は、外国人登録が抹消される。

4. ���在留期間延長 付与された在留期間満了日前に入国して、出入国管理事務所所から在留期間
延長許可を受けなければならない。許可を受けない場合は、外国人登録が抹消される。

5. お問い合わせ : 法務部 投資移民センター (032-740-7888) / 外国人総合案内センター (1345)

01
	査証と在留資格の違いは？

資 行
資

36 資
I A 資

 2020 (KOTRA)
Download

Procedure 
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Incentive
インセンティブ

� 租税減免
� 外国人投資地域
� 現金支援
� R&Dセンター特例
� 経営支援
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租税減免
� 対象および手続き
� 減免特典

外国人投資誘致を促進し、先端技術の移転を通じた国民経済の発展を実現するために、外国人投資と関連して取得税

・財産税・関税・付加価値税などを減免し、外国人技術者の所得税の減免や外国人労働者に対する所得税課税特例な

どを提供している。

CORPORATE
BUSINESS

Incentive
インセンティブ

PART

1
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� 人

対象および手続き

投資 「租税特例制限法」
121 2 行 116 2

01. 

区分(関連規定)
投資要件など

対象事業 投資額

新成長動力・源泉技術分野別対象技術、新成長技術 直接関
連素材工程技術

行 7 行 14
/

200 ル

「外国人投資促進法」第18条第①項第2号による外国人投資地
域(個別型)入居企業および経済自由区域、済州先端科学技術団
地、済州投資振興地区などの入居企業で、各委員会の審議・議
決を経る事業

 		 投資 ( )

3 ル

2 ル

年

1 ル
O

R D 2 ル

3 ル

適用対象 租税減免内容 関連規定

外国人投資企業

・  ・
78 3

資 ・ ・
121 3 

外国人技術者 50 (5年 ) 18

外国人労働者 19 (5年 ) 18 2

Incentive 
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区分(関連規定)
投資要件など

対象事業 投資額

経済自由区域入居企業
 区 2 1

1 ル

年

5 ル

R D 1 ル

経済自由区域開発事業施行者
 区 8 3

投資 3 ル 投資
50 総 5 ル 合

済州投資振興地区開発事業施行者
 	 市
162

投資 1 ル 投資
50 総 1 ル 合

「外国人投資促進法」第18条第①項1号の規定による外国人投
資地域(団地型)入居企業

1 ル

5 ル

企業都市開発区域入居企業
 市 2 2

1 ル

5 ル

R D 2 ル

企業都市開発事業施行者
 市 10

投資 3 ル 投資
50 総 5 ル 合

セマングム事業地域入居事業または
セマングム支援特別法による事業施行者

 セ ン 支援 2 8

1 ル

5 ル

R D 1 ル

その他租税減免不可避事業
 10 2 5

1 ル

5 ル

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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11 40 173

区分 分野
未来型自動車

知能情報
ンター (IoT) ク ウ ク ータ ウ

ル ー IT 合 ク ーン ンピ ータ
次世代SWおよびセ

キュリティ
ソ ウ ( ) 合セ

コンテンツ ン ン ン ン
次世代電子情報

デバイス
・セン ー ・ オー

(O D) 3D ン ン AR
次世代放送通信 5 D
バイオ・ヘルス オ・ 合 ・ ル オ ・ オ

エネルギー新産業・
環境

ル ー ( ) ル ー ル ー
室 資

融複合素材
ー ク タ タ ウ  

合 ン ・
ロボット

航空・宇宙
先端素材・部品・装備

   行 7(  2020.2.11.)

11 5 16 	

類型分類 対象技術

素材技術

ル
ク D

ー
セン ー

合
3D ン ン 合 ( )

オ
(Organi -Inorgani  ri  ano- ateria s)

ー ー ン ン ク( P er ngineering 
P asti s)

工程技術

ール
ルO D

タル
( ) ン

O D ターン

   行 14(  2017.3.17.)

Incentive 
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租税減免対象事業事前確認申請(選択事項)

株式などの取得による外国人投資申告

租税減免申請

租税減免の可否を決定

租税減免の可否を通知

政

( 行
KOTRA)

政

政

政

02. 投資 合  
合 政 ( 合

) 行      

121 2

政 総 (044-215-7625)
投資 投資 合

行( 行) 支 KOTRA 投資

 			   行 15 3 政 2017-10 2017.4.4. 
投資 5

投資 合 年
合

2年  

• 申告書( 投資 行 1    
投資 )

• ( 行 80    )

• 租税減免申請事由 、または租税減免内容変更申請の理由を具体的に証明、または
説明する書類	
→  投資 2

•事業者登録証のコピー / 外国人投資企業登録証明書

 3

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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投資 投資 投資

投資

   121 2

政
20

合 20

政
20

20 資
政 20

   121 2 行 116 3

• 申請書 

( 行 81   )

• 租税減免申請事由 、または租税減免内容変更申請事由を具体的に証明、また
は説明する書類 

→ 投資 2

 3

租税減免(租税減免内容 変更、租税減免対象 該当可否を事前確認) 申請事由を証明する書類

   政 2017-10 2017.4.4. 投資 2

Incentive 
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S N

1. 		申請技術が、「租税特例制限法施行令」 別表7または同法施行規則
別表14のリストに明示されているか(租税減免申請書の租税減免
申請内容に正確に作成)

e ) 行 7( )
2)  . 3)

2. 		韓国国内産業構造の高度化と国際競争力強化に緊要な新成長動力
産業に属する事業に伴われる技術であることを証憑する資料提出 

�   合 資

3. 		申請技術に対する説明書提出

 		 (1 2 )

 資

 

4. 		申請技術を伴う事業を営むために、工場施設(事業場)を設置、
または運営することを証明する資料提出

 		 ( ) 資

 		 資
資

5. 		新成長動力産業と直接関連した事業(以下、減免関連事業)の有無�
�   資

6. 株式などの取得、または出捐方式による外国人投資申告書提出

7. 英語など外国語の主な証憑資料は、韓国語翻訳本を併せて提出

   政

Check List

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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減免特典

投資 ・01. 

日

区分 事業 期間および減免比率

取得税および�
財産税 

(土地に対する
財産税)

 投資
5年

( ) 100
2年 50 (

)

投資
区 投資

市 区 セ
ン

 

3年
100 2年  50

   121 2

日
事業開始日前でも、租税減免決定を受けた日後に取得した財産については、減免対象取得に
対する取得税は、全額減免する。 財産税の場合、減免期間の起算日を「事業開始日」ではな
く、財産を「取得した日」にして、上記の期間および比率だけ減免が適用される。

   78 3 

地
4

15年
合 78

3

Incentive 
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資 行
投資 資 合

 • 投資 投資 資 支  支
資

 • 投資 資 資
   121 3

資

資 投資 投資  5年

合 政  1
年 ( 6年)

行
投資 合

02. 

• 申請書1部    

( 行 83   ・ ・ (
投資)

• 該当事業が減免対象事業であることを証明する書類のコピー(租税減免決定
書)1部

•	海外支払手段など、または出資目的物として導入する資本財に該当すること
を証明する書類のコピー1部

•	資本財の導入物品免税確認書のコピー1部
   行 51 5

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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地

追徴事由 対象租税 追徴範囲

登録抹消または
廃業する場合

	
・ 5年

( 3年)

所有株式を韓国 �
国民または法人に

譲渡する場合

	 3年
投資 資
資

5年
  

外国人投資申告後5年(雇用関連
租税減免は3年)以内に出資目的
物の納入および購入導入または
雇用人数が基準要件を満たして

いない場合

投資 5年(
3年)

5年( 3年)

出資目的物が申告された目的以外に
使用されるか、処分された場合

5年(
3年)

資

外国人投資家の株式などの�
比率が減免当時の比率に

達していない場合

5
年   

   121 5 行 116 8 9

Incentive 
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合 (
)

投資 合
合

 •	 投資 合 投資
合

 • ・ 資

政
合

 •	 資 市 投資 投資
合

 •  投資 市・ 行 資
合

 • 合 合
   121 5 行 116 10

人
1. エンジニアリング技術導入契約による技術提供者
2. ���外国人投資企業の研究開発施設で勤務する研究員	

研究専門人材5人以上、独立した研究施設、研究施設投資1億ウォン以上、外国人投資持分
30%以上	
適用期限： 韓国で初めて労働を提供した日が2021年12月31日以前の場合のみ該当

   18 9

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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人 所
支

5年
50

3年 月 70
2年 50

人
( )

(2021.12.31
合 )5年

総合 19

地
投資  
合  

5年
19

  2021.12.31. 合
   18 2

年 総合
・ 政

(  行 8 ) ・ 合

   行 16 2

03. 
人 人

政 投資 ・ 2018年
( )

2019年

Incentive 
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2021年12月31
投資 合

控除要件 控除率

新成長動力・源泉技術分野別の対象技術を事業化する施設
(「租税特例制限法施行規則」別表8の8)に該当し、

前年度売上高に占める研究開発費は2%以上であり、
前年比常時従業員数が減少していないこと

 10
 7

 5

   25 5 行 22 9

合 投資 合

支援区分 法人税控除率

研究試験用施設および職業訓練用施設
 7  3  1

省エネ施設

生産性向上施設  10  5  2

環境保全施設
 10  5  3

労働福祉増進施設

安全施設  7  5  1

   25

04. 
人

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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発 地  

支援区分 減免要件の関連規定 法人税減免

研究開発特区 12 2

3年 100 2
年 50

企業都市、地域開発区域 121 17

済州島 121 8 9

麗水海洋博覧会特区 121 17

アジア文化中心都市
投資振興地区

121 20

金融中心地 121 21

先端医療複合団地 121 22

行
資 ( ・ ・ ) 投資

区分
一般投資 新成長技術事業化施設投資

中小企業 中堅企業 一般企業 中小企業 中堅企業 一般企業

基本控除率 10 3 1 12 5 3

追加控除率
年 投資 - 3年 投資   ( 3 )

200

 		 合投資 投資 合
2021年 投資 合投資 1

2022年 合投資
 		  投資 	

 投資

Incentive 
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地
2021年12月31 (

合 )
年 5年 ・ 100

( )
  6 31
   99 9

区分 減免要件 法人税減免

創業
中小企業

 
・  

18

年
• 5年 50
• 5年 100

 5年 50 	
 		 年 100

一般中小 
中堅企業

46
(  5 30  )

・

資 投資	
 	

合

投資
• 投資 3

( 1 2 )	
 	 投資 合

   5 7

人  (単位 : 万ウォン)

中小企業 中堅企業 その他の
企業首都圏 地方

青年正規職労働者と障害者労働者 1 100 1 200 800 400

その他の常勤者 700 770 450

   3年 2年 /   2021.12.31.
   29 7 行 26 7

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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•   3年
•  資 総 5 ウォン

 行 1

3
•相 資
•  資 総 5 000 ウォン ( )

30  資
•  合 資 相 合

* 	   

1

① コールセンター  1357 (FA ) 042-472-6083

②   電子民願 中小ベンチャー企業部 www.mss.go.kr   

  

③    書面民願 ( )35208 市 区 路189 1 政  ン
ー  室

④   訪問民願 政 路 ン ー  室 
 (042-481-8933)

⑤  企業マダン www.bizinfo.go.kr  

政 450 支援
ルタ

Incentive 
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「外国人投資促進法」では、外国人投資活性化のための立地支援として、外国人投資地域の指定・開発・告示・管理および解

除などに関する事項を定めており、外国人投資地域の種類は団地型、個別型、サービス型がある。外国人投資地域は、広域

地方自治団体長が、外国人投資委員会の審議を経て指定(告示)する。
※ 		関連規定 :「外国人投資促進法」第18条～第20条、同法施行令第25条、26条の2、同法施行規則第16条、	

「外国人投資地域運営指針」(産業通商資源部公告第2020-541号)

外国人投資地域への入居を希望する企業の入居要件を満たすための外国人投資額は、新株取得による外国人投資と5年

以上の長期借款による外国人投資のみ認めており、旧株の取得や迂回投資による所有比率に該当する金額は、外国人

投資額に算入しない。

外国人投資地域
� 団地型外国人投資地域
� 個別型外国人投資地域
� サービス型外国人投資地域

CORPORATE
BUSINESS

Incentive
インセンティブ

PART

2
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団地型
外国人投資
地域

投資 投資
50年 10年

投資

投資

•

•

•	 支援 

•	 合 ター ル
センター

•

01. 

資 投資 30 ( 合 ター ル
センター 50 ) 投資

合 ( )
・ 合

区  
・ ・ 合

投資 投資 合
30 投資 合  投資

02. 

( 12  )
1

投資
投資 投資

03. 

Incentive 
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年 投資 (
合 ) 1  

合 投資
資

5  
資 政 市・

5  
行支

04. 

投資
投資

合 資
投資

5年

30

06. 

投資 投資
1 月 ・

5 投資
合 1  

05. 

地 人 地

減免率 事業
条件

備考
投資金 常勤者数

0% 入居企業 ( 1 ) -

75% 製造業
500 ル - -
250 ル 70-150 -

90% 製造業 250 ル 150-200 -

100%

製造業 500 ル -

製造業 250 ル 200 -
新成長動力 
産業技術 100 ル - -

 5 ( ・ )
   投資 行 19

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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個別型
外国人投資
地域

投資 投資
支援

( ) ・
合 区

・ ・ 合

合

01. 

投資 ( )
合

金額基準 業種基準

3千万US
ドル以上

ンピ ータ ン
合 ー 資 ン

 ー

2千万US
ドル以上

ン ( ル ル
ル ) 総合 総合

支援 ー 年

1千万US
ドル以上

合 ター ル センター 

区 投資
行

2百万US
ドル以上

行 行
3年

10

   投資 行 25

02. 

Incentive 
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人 地
•   外国人投資地域に入居する外国人投資企業の投資内容、雇用規模および事業内容

•   「外国人投資地域運営指針」別紙第2号書式

投資 行 /  / 投資 支援
 / 行 / ・

合 投資

   投資 行 25 2

市・ 投資
資

03. 

投資 投資
合 100

投資 投資 50 相

04. 

投資 投資
合 投資

合
資

 	  	
ー ー (www.kicox.or.kr  )   投資 ー

05. 

投資
投資

投資 投資
投資 合
投資

2 投資 投資
合 投資 投資 行 行

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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資 市・
投資 市・

ー 投資
合 投資 行

政資 支援 総合

01. 

( ) 投資 投資

・ ( )
合 投資 30 相

02. 

( )
ー ( )) ( ))
( )

03. 

サービス型
外国人投資
地域

ー 投資
投資

ー 投資 ー
支援

Incentive 
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合 10年  (
50年) 合 5年

1

05. 

ー 投資
合

50 相

06. 

資 投資 30 投資
合

04. 

ー 人 地 人

区分 雇用基準 外国人投資額 基準

研究開発業
5

相
100 投資

金融および
保険業

15知識サービス
産業

文化産業

•  月

•  「外国人投資促進法施行令」 25 投資
投資 投資

   投資 3 4

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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01
		外国人投資合弁で外国人投資地域に入居した企業が、外国人投資
持分率が30%に満たない場合、入居資格未順守によって通常の賃
貸料を支払わなければならないか？

行 投資
・ ・ 資 資

資 合
合 投資 10  

02
外国人投資地域入居企業の投資履行期間は？
  

行 5年 行 5年
投資

03

		長期借款を導入することで、外国人投資入居限度を満たした外国人
投資地域入居企業は、借入金の満期が到来したとき、引き続き入居

することができるか？また、賃貸料の減免が適用されるか？

投資
合

5
   立地ごとの特性 (p.053) 

04
サービス型外国人投資地域に入居した後、入居企業はいつまで事
業計画書による投資を実施すべきか？

ー 投資 ( 投資
) 行 3年

投資 合 行
5年

05
��サービス型外国人投資地域入居企業の場合、租税減免が適用さ
れるか？

ー 投資

Incentive 
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現金支援とは、新成長動力技術随伴産業、先端技術および先端製品事業 または素材部品産業を営む企業、大規模な雇

用を創出する企業、R&Dセンター または地域本部を設置する企業など、国家経済に大きく貢献する外国人投資を促進

するために、一定要件を満たす外国人投資に対して審査や交渉を経て、事業費の一部を現金で支援する制度である。

現金支援
� 支援対象
� 支援項目
� 現金支援申請の手順

CORPORATE
BUSINESS

Incentive
インセンティブ

PART

3
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•申請書1部( 投資 行 11 3 )

•投資計画書および要約書
•申請人の財務諸表�( 投資 合  投資 )

• 投資資金の調達源泉別の内訳及びその確認書 / 外国人投資申告書コピー1部	
( 合)

•PMから外国人投資関連意見を提示された場合、その意見書
   支援 6

KOTRA 投資 Invest KOR A 支援
資 (投資 ) Invest 

KOR A 投 支援センター P
相談 支援

�

 投資 ( )
 資
支援  KOTRA

(
投資

)

投資

資
- 

- 投資

資
 KOTRA

資
- 
- 政

投資

P  

支援

支援

支援
支 ( ・ 支 )

投資 行 行
支援 行

( )
投資

現金支援申請
01

審査
02

審議・議決
05

契約締結
06

事後管理
07

建議書(交渉案)作成
04

限度算定
03

Incentive 
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支援対象 投資 投資 30 合
投資 支援

・  

 		   121 2 1 行 7
 行 14

01. 

・
   5 資 2020-40 1

02. 

ル ク 1
ンピ ータ ・ ・

・ ・ ・ ・ ー ー

 	   ・ ・ 行 2 1 行
1

03. 

・ ・ ・ ー 300 ・ ・
・ ・ ー 200 ー

ー 100 50

   投資 行 20 2 4 1

04. 

5 3
年 合

   投資 14 2 4

05. 
ー

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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ー ル 2 ・ ・ ・
 支援・ 合(

3 ウォン 投資 50 10
) 投資 資

   投資 行 9 3

06. 
地

献 合
   2 4 5

07. 

支援項目  ・
 
 	 資

資
 ・
 
   投資 行 20  2

地

項目
首都圏

(国:地方自治団体)
非首都圏

(国:地方自治団体)

土地の購入費用及び賃貸料 40 60 60 40

雇用補助金および
教育訓練補助金

50 50

 合 10

Incentive 
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支援 投資 支援 投資
P 支援 資

01. 

支援 資 ・
・Invest KOR A P

ル・ ( ) 投資
( ) 投資 ( )

02. 

2
投資

資
 投資  行

03. 

� �投資計画書に含まれる事項
 		 (

資 )
 総投資 投資
 	 (  

)
 		 5年 年 投資 行 (

資 )
 		 5年 年 投資資 資  

( 支援
区 )
 		 (

ル

)
 		 市 (

)
 		 5年 年 総
( / 区

区 )

 		 5年 (

)
 		 5年  

(
投資

・
)

 	 投資
投資 ・

 		 5年 (
・

資

行 )
 

  		
支援

合

 	 行 11 3 ・
支援 支援  
6 3 1

現金支援申請 
手順

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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支援 資 政
投資 ・ 支援
支 支援 支援

10 ウォン 合 投資 ・

04. 

支援 1年 支
5年 10 支

支援
支 区

支 合 年 支援
投資支 行

支援 行 支 支 支

05. 

支援 資
支援 支援

支

06. 

投資
投資支

行 年
資

支 支援
2 月 投資

支援 合 年

支援 投資 支
行

• 資
行

•  資
2

支援

 		   支援 2
・ 支援 行 3

・ 支援

•  資  
・ ンタル

資

•  支援 ル

投資

•  行

年
資

年

2 1 4
投資

支援
支援

投資 行 投資

合
投資 支援

・ 支援  

Incentive 
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KOTRA 投資 合 支
援 支援 資

資 政 ( 合
) 投資 

		 	 投資 支援

合 1年 投資 1年
支援 支援 政
支援

		 	 支援 市 5年 P

   支援 14 17

I ーム ー
区分 内容

1. 相談 投 支援センター 投資 支援
支援 相談・支援 行

2. 需要調査 支援 投資 投資 行 政
支援

3. 評価及び審査
支援 行 投

資 支援 階
支援

4. �交渉担当者及び
PMの指定

投資 支援 資 支援
相談 合 資

KOTRA P 支援

 支援 合  02-3460-7852  7834

01
�外国人投資地域に入居して敷地を賃貸する企業も現金支援を
申請することができるか？

投資 支援
支援 支援

投資 支援
支 支援

   支援 10

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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韓国は、体系的な産業インフラと優れた人材資源を有しており、研究開発活動に最適な国と言える。また、韓国政府
は、先端技術だけでなく未来の成長動力の創出など持続可能な発展を目指し、国家競争力の基盤となる研究開発活動
に惜しみない支援を提供している。企業の研究開発活動は、企業付設研究所や研究開発部署からの申告に応じて、研
究人材、租税、関税、資金および技術支援などのサポートを受けることができ、研究開発を支援する事業の場合、研
究開発サービス業の申請を行うことで、研究人材、租税、金融など企業付設研究所と同様のサポートを受けることが
できる。特に、外国人投資企業は、一定の要件を満たした研究開発施設がある場合、現金支援、租税支援、立地支援
などの投資インセンティブを追加で受けることができる。
また、産業通商資源部長官が指定した地域本部や研究開発施設は、企業投資(D-8)ビザを受けることができる。

R&Dセンター特例
� 企業付設研究所など
� 研究開発サービス業

CORPORATE
BUSINESS

Incentive
インセンティブ

PART

4
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企業付設
研究所など

( )
・ 支援

   40 693  27 787 (2019年9月 )
  支援 14 2 行 16 2

/
( ) (KOITA  Korea In stria  

Te no og  Asso iation) オン
ン

01. 

* 処理期限 : 	申告書が受理された日から7日以内に処理される。ただし、申請書および関連書類
の不備による企業側の補完期間は、処理期間に算入しない。

所 発

     KOITA研究所認定チーム 02-3460-9141~46, 9013~17

事前
相談

研究所
設立

オンライ
ン申告

設立申
告登録

KOITA

申告受理
および
審査

オンライン
プリント

認証書
発行

KOITA

事後
管理

Incentive 
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/02. 

所
① 研究専門要員の資格

合 ( ・ ・ )
1年

資 ・
ン ー

合 資
   支援 行 2

② 研究スペースおよび研究施設

四方が他の部署と区分されるように、壁面が固定された壁材で区切り、別の出入扉を備えた独立し
た空間を確保する事。小企業などの場合には、小規模(専用面積30㎡以下)の研究スペースを別途の
出入扉を設けず、他の部署と仕切りなどで区分し、研究所であることが分かるプレートを仕切りに
取り付ける事でも構わない。
研究開発活動に直接使用する機械、器具、装置および材料などは、研究スペースに配置すること。

区分

人的 
要件

物的 
要件

申告要件

ン ー

2

3
( 3年 2 )

1

ー

5

7

10

 	
	

( )

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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 / 
資 路 支援

03. 

支援項目 関連規定

研究および人材開
発費税額控除

10 ( 6)

10 ( 7)

研究開発および人材開発 設備投資
税額控除

25

企業付設研究所用不動産の地方税減免 46

技術移転および貸与などに対する
課税特例

12

外国人技術者の所得税減免 18

研究開発関連出捐金などの課税特例 10 2

研究開発特区先端技術企業など�
法人税減免

12 2

研究専門要員研究活動費の
所得税非課税

行 12 12 タ( )

産業技術研究開発物品の関税減免 90 1 4

事業部処 主な内容 関連事業 情報

科学技術�
情報通信部

 	
支援

 www.nr .re.kr 
 www.ko a .re.kr 

 www.ni a.kr

産業通商資源部
 www.kiat.or.kr 

 www.keit.re.kr

中小ベンチャー
企業部

 www.ti a.or.kr 
ン ー  www.s te .go.kr

Incentive 
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人

支援項目 関連 内容 お問い合わせ

専門研究要員制度 KOITA 02-3460-9124

中小企業 �
研究人材支援事業 �

(採用、派遣)
支援

KOITA 02-3460-9082

中堅企業 核心研究人材 
成長支援 事業 支援

KIAT 02-6009-3541

青年ネイルチェウム共済 年資 支援
ン ー  

1357

ICT単位連携プロジェクト 
インターンシップ

ンターン
支援

合
02-2132-0726

産業専門人材 力量強化事業 支援 KIAT 02-6009-4375

海外高級科学者�
招聘(Brain Pool) 事業

支援  042-869-6377

雇用推薦書(Gold Card)
制度

	
KOTRA 02-3460-7338

グローバル人材発掘サービス 支援 KOTRA 02-3460-7337

青年追加雇用奨励金支援事業 支援  1350

理工系人材仲介センター KOITA 02-3460-9033

事業部処 主な内容 関連事業情報

産業通商資源部
ウ ー

( 支援)
www. .org

科学技術�
情報通信部

K- o a  ク
k-g o a ni a.kr

www.ni a.kr
ク ター支援

www.koita.or.kr

中小ベンチャー
企業部

 ン ル ン 支援 www.s a on.go.kr

支援 www.e ort enter.go.kr

特許庁
IP-R D 支援

tt // i .kista.re.kr/
i ro

支援 www.ki a.org

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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研究開発
サービス業

ー ウ ソー ン
行

行 支援 支援 ー
( ) ー ( 行

) ー ・
政 支援

  821 支援 710 (2019年8月 )
  支援 2 25

区分 事業内容 申告対象業種

研究開発業
 

行( ) 市

• ・ 	

•

•  
•

•  ・ 	
合

研究開発 �
支援業

R D ン ル ン R D

支援
支援

•	  ン ル ン  

• 市
• ・ 行
• 投 資 	

•

•

• ン
•

• ・
合 支援

   ー ー 支援

Incentive 
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ー ( ) ー
オン ン

行

01. 

02. 

区分 研究開発業 研究開発支援業

人的要件  5 2

物的要件

売上要件 総 ー 合 50

 			 30

発 ー

     韓国研究開発サービス業協会 TEL 02-540-4172 / FAX 02-540-4132�
     メール : korsia@rndservice.or.kr / ホームページ : www.rndservice.or.kr  

書類受付 オンライン登録

書類審査 協会

申告承認 協会

現地確認 協会/申請者

申告証発行 オンライン

補完要請

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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ー ・
支援 支援 支援 支援 ー

03. 

人

支援項目 関連内容 お問い合わせ

専門研究要員�
(兵役特例)�

選定企業指定制度

	
36 39

KOITA 02-3460-9124

 ( ) (KOITA)

支援項目 内容

技術保証制度
行 資 支援

技術評価制度
市

お問い合わせ   1544-1220

科学技術�
情報通信部

産業通商�
資源部

中小ベンチャー�
企業部

国土交通部
農林畜産�
食品部

•

•  	

•  	

• 合・
支援

•  

• 

•   ル ー

• ・

•   

• 

支援

•   	

• 合
・ 合

• 

• P 	
( )

•   	

• ン  	

•  

•  	

•   

• 	

• 

•  	

•  	

•   

 			 ー ) ー
合 支援

Incentive 
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支援項目 内容

創業中小企業などに対す
る税額減免

センター
ー

中小企業特例適用
支援 	

研究開発業に対する�
R&D費用税額控除

研究および人材開発に関
する設備投資時に減免

投資( ) 投資

技術移転および技術取得
金額税額控除

ウ ウ
・ 合

年

中小企業特別税額減免

研究開発関連出捐金など
課税特例

資
合 相

研究開発特区に入居時の
先端技術企業に対する

減免

区
合 ( )

ー オン ン
オン ン 行

04. 

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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01
		研究のみ担当する企業として研究専門部署だけがあり、他の部
署はなく、他の業務(管理など)は代表取締役が一人で担当してい
る場合、研究専門部署の申請は可能か？

1
( )

4

02
	研究のみ担当する企業として研究専門部署だけがあり、他の部
署はなく、他の業務(管理など)は代表取締役が一人で担当してい
る場合、研究専門部署の申請は可能か？

市  

ソ ウ
階 階 行 合

03
付設研究所と研究開発専門部署の設立方法とサポート内容の違いは？	

1

( )

04
企業付設研究所の研究員は、研究開発活動以外の時間に営業支
援など他の業務に従事することができるか？

・ ・
3年

   支援 14 4

Incentive 
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経営支援
� インキュベーション
� 外国人投資企業の採用支援
� 出入国支援レッドカーペットサービス

CORPORATE
BUSINESS

Incentive
インセンティブ

PART

5
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KOTRA IKP(Invest KOR A P a a) 投資 ン
ー ョン 投資 支援 オ

行政支援 ン ル ン ー
ー 投資 オ

ウン ー ン ルー 室 ・ ー
室 投資

投資 投資
投資 投資 1年 投資

10 ル

インキュベ
ーション

I

建物全景 ロビーおよびカフェテリア

会議室(80席) 賃貸事務室(5人)

賃貸事務室(2人) ビジネスラウンジ

   	Invest KOR A ー ー / オ 21.82 32.4 (2 ) 50.24 (5
) ー

Incentive 
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I ー

•  投資  投資( )

    * 		海外貿易館および外国人投資誘致専門PMの推薦書がある場合は追加点を
付与

•  投資 2年 投資

•  33 000ウォン/ ( )  6 月

•  投資 オ セ
ンター 支援

•  ク ー ー
ー ン 支援

入居�
相談

入居�
申請�
/受付

IKP入居
選定 

委員会 開
催

結果 
案内

(1-2週間
所要)

賃貸借
契約
締結

IKP 入居

I
Invest KOREA 投資戦略チーム

  02-3497-1000  ール  ik kotra.or.kr

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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外国人投資
企業の
採用支援

投資 投資
支援 投資 投資

相談 投 投
投資 支援

投資 投資

事業名 主な内容 開催周期

外国人投資企業
採用博覧会

投資

投 ー
年1

外国人投資企業
就職相談会

投資 1 1
支援

年1

圏域別の外投
企業採用説明会

投 年10

外投企業採用
専用館

		オン ン 投
ルタ

支援

http://www.jobkorea.co.kr/Theme/kotra 

  ー ー  www.jobfairfic.org  	
ール( kotra.or.kr)

Invest KOREA 外投企業採用支援チーム 

02-3460-7876  kotra.or.kr

Incentive 
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出入国支援
レッド
カーペット
サービス

投資 ン ー

 投資
合 投資 政 KOTRA

区

区分 詳細 基本 プレミアム

入国手続き支援
ー ピ ク

I ー

車両支援
PM随行

  ル

-

PM随行 -

投資相談手配
政

談
-

産業視察 - -

お食事の提供 - -

空港への
お見送り

ル  -

/ソウル   -

外国人投資地域租税減免 現金支援 R&Dセンター特例 経営支援
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•   ー
投資

•   O 投資 A
投資 ク

 		 投資
投資

 		 ー 投資 ク

  KOTRA ー ー  www.kotra.or.kr   投資
支援  投資 支援

Invest KOREA 投資戦略チーム
02-3460-7827 / k oi kotra.or.kr

Incentive 
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Practice
事業運営

� 租税制度
� 通.および資本財の導入
� 人事・労務
� 知的財産権
� 外国人投資オンブズマン
� 解散および清算
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租税制度
� 国税
� 地方税
� 移転価格税制
� 過小資本課税制度
� 租税条約

CORPORATE
BUSINESS

Practice
事業運営

PART

1
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区 合

投資 投資
資

� 人

地方税

租税

取得税 (p.141) 

登録免許税 (p.141) 

財産税 (p.141) 

自動車税 (p.141) 

地方所得税 (p.141) 

地方教育税 (p.141) 

• 법인세

付加価値税 (p.137) 

勤労所得税 (p.138) 

譲渡所得税 (p.139) 

証券取引税 (p.140) 

法人税 (p.136) 

関税

国税

Practice 
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・

所

年
年

年 1
1年

年 月 3 月 年

課税標準 税率

2億ウォン以下 10

2億ウォン超過
200億ウォン以下

2 ウォン (2 ウォン   20 )

200億ウォン超過
3千億ウォン以下

39 8 ウォン (200 ウォン   22 )

3千億ウォン超過
655 8 ウォン (3 000 ウォン   

25 )

  ( 10 )

01. 
人

国税

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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・

所

(総 ) (総 )

1月1 6月30 1 7月1 12月31
2

1期 2期

対象期間 01.01 - 03.31 04.01 - 06.30 07.01 - 09.30 10.01 - 12.31

申告および
納付期間

04.01 - 04.25 07.01 - 07.25 10.01 - 10.25 年  01.01-01.25

課税標準 税率

韓国国内売上 10

財貨の輸出、用役の国外供給など 0

02. 

外国人に提供される用役でも、売上高の10%税率が適用される場合があるため、要件を詳しく
確認する必要がある。 例えば、外国法人が賃借した国内不動産は、10%の付加価値税を納付
しなければならない。

発行
合 ( )

行

合 行 ー ー (hometax.

go.kr   ン   / 行 ー ) 行  
行

34 行 合

Practice 
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所
(

) ・ 月
年2月 年

年

支 月 月 10

課税標準 税率

1,200万ウォン以下 6

1,200万ウォン超過4,600万ウォン以下 72 ウォン (1 200 ウォン 15 )

4,600万ウォン超過8,800万ウォン以下 582 ウォン (4 600 ウォン 24 )

8,800万ウォン超過1億5千万ウォン以下 1 590 ウォン (8 800 ウォン 35 )

1億5千万ウォン超過3億ウォン以下
3 760 ウォン (1 5 ウォン

38 )

3億ウォン超過5億ウォン以下 9 460 ウォン (3 ウォン 40 )

5億ウォン超過10億ウォン以下 1 7 460 ウォン (5 ウォン 42 )

10億ウォン超過 3 8 460 ウォン (10 ウォン 45 )

  

03. 
所

所
① 外国機関や韓国に駐屯する国連軍(米軍を除く)から得る勤労所得
② 国外にいる非居住者、または外国法人( 支 )
( )

合
・ 合

合 5

   150
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資 資
資 合

投資
合

所
資

 2 月

 
• 1年 30
•

課税標準 税率

3億ウォン以下 20

3億ウォン超過 6 ウォン (3 ウォン 25 )

 
• 10
• 20

04. 
所

• 2020.3.31.までに株式などを譲渡する場合：持分率 4%または種目別保有額 15億ウォン以上
• 2021.3.31.までに株式などを譲渡する場合：持分率 4%または種目別保有額 10億ウォン以上

   行 167 8

Practice 
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合

2 月
2 月

( ) 0.43

05. 

•  相談  126 ( ) 09 00-18 00
• 相談  1588-0560

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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地方税

01. 税目 課税対象、または課税目的 納付期間・納付期限

取得税

• 

ル ン
総合  	

• 60

登録 �
免許税

•   
  

• 年1.16 1.31(
)

• ( )
• ( )

地方 �
教育税

• 

政
• タ
• ( )  (

) 

住民税

• 

総

区

• (  8.16 8.31)
• (  7.1

7 31)
• 月 月

10

地方 �
所得税

•	

区

• 年 4 月
• 総合

 ( 年 5.1 5.31)
 - 		特別徴収：特別徴収税額 徴収日が属す

る月の翌月10日までに申告納付

財産税

• 

5
• 

• 

•	7月(16 31)  1/2  

•	9月(16 30)  1/2  

※ 			住宅分財産税 算出税額が20万ウォン
以下の場合、7月に全額を告知

自動
車税

•  

行

ン
ク ンク ー

ー ク
•  年

• 1 (6.16 6.30)/ 2
(12.16 12.31)

• 

• 年 (1 3 6 9月) / 
(3 6 9 12月)

   2019
 		   

行政
 

Practice 
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02. 地
 投資

投資 投資
区 投資

15
年

 

2019年12月31 75

 区
投資

2019年12月31

地

規定 主な内容

税目(減免率%)

取得税
登録

免許税
財産税

45 2 基礎科学研究機関などに対する減免 100 100

46
企業付設研究所(中堅企業)減免�
(大企業 過密抑制圏内は除く)

35 35

46
企業付設研究所(大企業�
過密抑制圏ほか)減免

35 35

46 企業付設研究所 60 50

58 ベンチャー企業などに対する減免 50 50

58
ベンチャー企業集積施設など�

入居企業減免

58 新技術創業集積地域に対する減免 50 50(3年)

58
ベンチャー企業育成促進地区に対する

減免
37.5 37.5

58 2
知識産業センター事業施行者減免

 (従前取得税減免を1年猶予)
35 37.5

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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規定 主な内容

税目(減免率%)

取得税
登録

免許税
財産税

58 2 知識産業センター入居者減免 50 37.5

58 3 創業中小企業 不動産に対する減免 75 100 100/50

71 物流団地事業施行者減免 35 35

71 物流団地入居企業 減免 50 35

75 2 1
企業都市開発区域内の起業、�

事業場減免
50 50

75 2 2
企業都市開発区域内�

事業施行者 減免
50 50

75 2 3
地域開発事業区域内の起業、�

事業場減免
50 50

75 2 4
地域開発事業区域内�
事業施行者の減免

50 50

75 3 危機地域内中小企業の減免 50 50

78 ( ) 産業団地内入居企業の減免(新築) 50 35-75

78 ( ) 産業団地内入居企業減免(大修繕) 25

79 法人の地方移転減免 100 100 100/50

80 工場の地方移転減免 100 100/50

地 N •   1577-5700 ( )

• ー ー   www.wetax.go.kr  

Practice 
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支
合

合
02. 

移転価格
税制

合

  

  

  合

  ー ー 5

01. 

① 国際取引明細書の提出不誠実過料
国際取引明細書の提出義務がある者が、正当な事
由なく国際取引明細書の全部または一部を提出し
ないか、偽って提出する場合、国外特殊関係人ご
とに500万ウォンの過料が課される(2017年 2月7
日以前分 : 1千万ウォンの過料賦課)
※ 	関連規定 : 「国際租税調整に関する法律施行令」第

51条第①項

② �資料の提出を求められた者の不履行に対す
る過料

課税当局は、納税義務者に法人税申告時に漏

れた書式、または項目などの関連資料*の提
出を要求することができ、このように課税当
局から提出を求められた者が、資料提出を要
求された日から60日以内に当該資料を提出し
ないか、虚偽の資料を提出した場合、最高1
億ウォン以下の過料を課されることがある。
*	資料 : 正常価格算出方法申告書、原価などの分担
額調整明細書、国際取引明細書、支払保証用役取引
明細書、国外特殊関係人の要約損益計算書、取引価
格調整申告書など

※	関連規定 : 「国際租税調整に関する法律」第12条
第①項

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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資 資
資 資 合

資

過小資本
課税制度

支
資

資 資

資 (T in a ita i ation R e T in- a )

01. 

支 支
支 支

資 資 2 ( 6 ) 合
支

02. 

国外支配株主などに支払う利息に対する課税調整に関する詳細は、
法制処のホームページ「国際租税調整に関する法律」第3章を参照

Practice 
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・資 ・ 行政
・ ・ ・

合

租税条約

( )

01. 

合
02. 

地

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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ン オ ン ール ルウ
ー ー ー ン ン ーク オ ルー

ルクセン ルク ー
ルタ ン ル ン ー ー ーン ン

ル ー ルー ル ル ル
ル ー ウ セル ン ウ ー

ン ン ン ール
ン ル ン ル ン ル ル

ク ル オピ
オ ーン オー ル ン ウル ウ タン ウク

ン ル タ ン ン
ョー タン タール

ン クウ ー ク ル タ タン
タ ル ルク タン タ

ン ー ルー ル ル ー ン ン
ー  ン ン  ピン ン ー オー

ホームページ
https://www.nts.go.kr/       

ー ー

ムホームページ
https://txsi.hometax.go.kr    

 					

Practice 



148

締約国
制限税率

利子 配当 使用料

ガボン 10 25  5  / 15 10

ギリシャ 8 25  5  / 15 10

南アフリカ共和国 10 25  5  / 15 10

オランダ
7年 10  / 
15

25  10  / 15 10  / 15

ネパール 10
25  5  /	
10  10  / 15

15

ノルウェー 15 15 10  / 15

ニュージーランド 10 15 10

デンマーク 15 15
投資 10  / 

15

ドイツ 10 25  5  / 15 2  / 10

ラオス 10 10  10  / 15 5

ラトビア 10 10  5  / 10 投資 5  / 10

ロシア 30  5  / 10 5

ルーマニア 10 25  7  / 10
7  / 10  

  10

ルクセンブルク 行 5  / 10 10  10  / 15 5  / 10

リトアニア 10 25  5  / 10 5  / 10

マレーシア 15 25  10  / 15
10  / 15  

10

メキシコ 行 5  / 15 10  0  / 15 10  / 15

モロッコ 10 25  5  / 10  5  / 10

マルタ 10 25  5  / 15 0

モンゴル 5 5 10

アメリカ 12 10  10  / 15 10  / 15

ミャンマー 10 10 10  / 15

バーレーン 5 25  5  / 10 10

バングラデシュ 10 10  10  / 15 10

ベネズエラ 行 5  / 10 10  5  / 10 5  / 10

ベトナム 10 10 5  / 15

ベラルーシ 10 25  5  / 15 5

ベルギー 10 15 10

ブルガリア 10 15  5  / 10 5

ブラジル
7年 10  / 
15

10 25  / 10

ブルネイ 10 25  5  / 10 10

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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締約国
制限税率

利子 配当 使用料

ジョージア 10 10  5  / 10 10

チェコ 10 25  5  / 10 10

カザフスタン 10 10  5  / 15 2  / 10

カナダ 10 25  5  / 15 10

クウェート 5 5 15

ケニア 12 25  8  / 10 10

タジキスタン 8 25  5  / 10 10

トルコ
2年 10  / 
15

25   15  / 
20

10

チュニジア 12 15 15

パキスタン 12.5
20  10  / 
12.5

10

ペルー 15 25  10  / 15 10

ポーランド 10 10  5  / 10 5

フィジー 10 25  10  / 15 10

フィリピン 10  / 15 25  10  / 25 10  15

オーストラリア 15 15 15

サウジアラビア 5 25  5  / 10 5  / 10

セルビア 10 25  5  / 10 5  / 10

スリランカ 10 25  10  / 15 10

スイス 行 5  / 10 25  5  / 15 5

スウェーデン
7年 10  / 
15

25  10  / 15 10  / 15

スペイン 10 25  10  / 15 10

スロバキア 10 25  5  / 10 0  / 10

スロベニア 5 25  5  / 15 5

シンガポール 10 25  10  / 15 15

アラブ首長国連邦 10 10  5  / 10 0

アイスランド 10 25  5  / 15 10

アイルランド 0 10  10  / 15 0

アゼルバイジャン 10 7 投資 5  / 10

アルバニア 10 25  5  / 10 10

アルジェリア 10 25  5  / 15 2  / 10

エストニア 10 25  5  / 10 5  / 10

エチオピア 7.5 25  5  / 8 5

Practice 
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締約国
制限税率

利子 配当 使用料

エクアドル 12 10  5  / 10 5  / 12

イギリス 10 25  5  / 15 2  / 10

オマーン 5 10  5  / 10 8  

オーストリア 10 25  5  / 15 2  / 10

ヨルダン 10 10 10

ウルグアイ 10 20  5  / 15 10

ウズベキスタン 5 25  5  / 15 2  / 5

ウクライナ 5 20  5  / 15 5

イスラエル 行 7.5  / 10
10  5   10

15
2  / 5

エジプト
3年 10  / 
15

25  10  / 15 15

イタリア 10 25  10  / 15 10

インド 10 15 10

インドネシア 10 25  10  / 15 15

日本 10 25  5  / 15 10

中国 10 25  5  / 10 10

チリ
行 4  /  

5  15
25  5  / 10 2  / 10

カタール 10 10 5

コロンビア 10 20  5  / 15 10

クロアチア 5 25  5  / 10 0

キルギス 10 25  5  / 10 5  10

タイ 行 10  / 15 10
ソ ウ 5  / 
10  15

トルクメニスタン 10 10 10

パナマ 5 25  5  / 15 3  / 10

パプアニューギニア 10 15 10

ポルトガル 15 25  10  / 15 10

フランス 10 10  10  / 15 10

フィンランド 10 25  10  / 15 10

ハンガリー 0 25  5  / 10 0

香港 10 25  10  / 15 10

 (  www.nts.go.kr  - )
 オ
 ピン

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入



151

01

�接待費のうち、損金として処理される金額の限度と認定範囲は？

支 ・
支

  (1 200 ウォン 3 600 ウォン)   
年  月 /12   

輸入金額 適用率
100億ウォン以下 総   0.3

100億ウォン超過～500ウォン以下 2 ウォン (100 ウォン   0.2 )
500億ウォン超過 6 ウォン (500 ウォン   0.03 )

 1 支 1 ウォン
ク ー ( ー ) 

ク ー 1
ウォン 支 合 1

支 20 ウォン

02
外国法人非居住者の韓国国内源泉有価証券譲渡所得に対する課税はどの
ように行われるのか？

支 10 ・
合

 支   10
 (   ) 20

03

�過小資本課税に適用される国外支配株主の支払保証の範囲は、第三者に
支払保証書などを発行した場合のみ該当するか？

資 支 支 支
支 支

行 支 行
支

04

�韓国国内事業場が支配株主から無利子で借入した場合、過小資本課税が
適用されるか？

資

Practice 
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通.および
資本財の導入

� 通関
� 関税納付と還付
� 資本財の導入

通関とは、「関税法」で定められた手続きを履行し、物品を輸出・輸入、または返送することをいう。輸入通関は、輸

入される物品を税関に輸入を申告し、税関長は適法な場合、これを申告受理した後、輸入申告済証を交付して輸入物品

を持出する一連の過程をいう。一方、輸出通関は輸出する物品を税関に輸出申告後、申告受理を経て物品を輸送手段に

積載するまでの手順をいう。韓国に持ち込まれた物品を輸入申告をせずに外国に送り返すことを返送といい、返送に関

連する手順を返送通関という。

CORPORATE
BUSINESS

Practice
事業運営

PART

2
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�

関税など事前納付

申告受理(通関システム)

物品引渡(保税区域)

申告受理(通関システム)

申告受理可否を確認して物品を引渡

物品引渡(保税区域)

15

関税など事後納付

物品持込(保税区域)
区

輸入申告(申告人)

要件具備(輸入荷主)

申告書処理(税関)
 

Practice 
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・ ・ ・

( )
合

 		 ( ) 区 区

I OI
 

資
合

 		 ー

行
合

合

合
合

01. 

通関

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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• 送品状(INVOICE)。ただし、暫定価格で輸入申告するとき、送品状が海外から
届いていない場合は、契約書( )

•価格申告書( )
• 船荷証券(B/L)の写し、又は航空荷物輸送状(AWB)の写し(

合 ) 

• 包装明細書 ( ) 合
合

• 原産地証明書(当該物品に限る) 
•検査・検疫・許可・推薦など輸入要件必要書類(電算で確認できない場合に限る)
•関税減免( )
•用途税率適用申請書( )
•合意税率適用承認(申請)書
•地方税納税担保確認書( )
•キンバリープロセス証明書( ン )
• 割当・譲許関税および税率推薦証明書類および種畜・稚魚の繁殖・養殖用該

当税率証明書類( 合 )

地 地 ー
http://www.customs.go.kr   

FTA資 室    ー

S ー ー
http://www.customs.go.kr   

FTA資 室    ー

Practice 
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( I・PA )
オン ン

   unipass.customs.go.kr 

ー
ー

行 ー
資

 	   総合 (  2018-
25 2018.7.18.)

02. 
ー
ー

サービス 内容

電子申告 行

電子納付

情報照会 行政

個人通関
固有符号

行

ー
•   1544-1285
    ( ( ) 相談 ー )

行
•   125( 相談  20   40)
    ( )

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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ウ
P ソ ウ

ータ
合

ウ ウ  ンター ク ー (I ) ク ー ( ro e)
( a ari) ー ォ ク (FireFo )

tt s // ni ass. sto s.go.kr
ユニパスアクセス

01

   
 	 ン

申告書作成

02

申告書検討および
送信

03

/ ー
処理現況照会

04

ー 合  

エラー通知照会

05

 	 合

  ー添付書類提出

06

申告受理

07

申告済証発行

08

Practice 
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政
・

政
合

関税納付と
還付

01. 
15  

行

( ) ンター ン
ン

行 ンター ー ー ク ー

03. 

2年
行 2年

02. 

区
投資 資

ジ ー

ー
•   1577-5500 

http://cardrotax.or.kr   

( 行 0.8 )

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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投資 資 資
資 合 資 ・

資本財の
導入

01. 投資 ( 行 KOTRA) 資
資 ・  

・ 資
• ・ 資
• 投資 資( ) 資
 • 投資 投資 資 支

支 資 ・
資

   投資 行 38 	
 資   投資 2 8

02. 資 ・ ・

03. 資 資 KOTRA 投資
資 投資

行

•�申請書3部
( 投資 行 24   資  )

•物品売渡確約書など価格を証明する書類

   投資 行 23

•申請書2部( 投資 行  25   資 )
•輸入申告済証のコピー

(行政 合 )

   投資  行 24

外国人投資申告
[ KOTRA外国為替銀行 ]

01

導入物品明細確認
[ KOTRA外国為替銀行 ]

02

輸入通関
[ 関税庁 ]

03

設立/増資登記
[ 登記所 ]

05

外国人投資企業登録
[ KOTRA、外国為替銀行 ]

06

現物出資完了確認
[ KOTRA関税庁は兼官 ]

04

Practice 
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人事・労務
� 労働契約書
� 賃金
� 労働時間
� 休日および休暇
� 4大社会保険
� 退職給与
� 解雇
� 就業規則
� 母性の保護
� 仕事と家庭の両立支援
� 安全と保健
� 非正規職
� 職場におけるハラスメントの禁止
� 集団的労使関係

有能な人材の採用と円満な労使関係は、外国人投資企業の成功のカギである。韓国の労働関連法規は、労働者の穏や
かな生活を保障し、労働者と使用者間における実質的な平等を図っている。
労働者を採用する際、契約書を作成して、賃金、労働時間、休日および休暇、解雇などに関する事項を定めなければ
ならず、労働期間中には4大社会保険、退職給与などを保障し、安全と保全に対する事業主の義務を果たさなければな
らない。最近、政府は労働時間に関する法律の改正を通じて、長時間勤労の改善、労働者の仕事・家庭の両立、非正
規労働者の保護、職場内のハラスメントの禁止などのために努力している。
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労働契約書

年

ー ー

01. 

( )
合

   5 行 3

02. 

地 人
「採用手続きの公正化に関する法律」第4条の3 改正

常時30人以上の労働者を雇用する企業は、採用時に求職者に対しその職務の遂行に必要ではな
い次の情報の記載を要求したり、立証資料を収集してはならない。(2019.7.17. 施行)
•求職者本人の容貌・身長・体重などの身体条件
•求職者本人の出身地域・婚姻状況・財産
•求職者本人の直系尊卑属および兄弟姉妹の学歴・職業・財産

Practice 
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ー
支

2021年
8 720ウォン 月 209 1 822 480

ウォン

賃金

支
合

支

01. 

月1 支
支

合(
1 )

合 支 支

02. 

50
支 ( 10 6 )

50 支
8 合

50 8 合 100
支

03. 

日

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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1 40 1
8

・

労働時間

2018年3月 2018年7月 300
1 12

1 52 2020年1月1 50
2021年7月1 5 2021

年7月1 2022年12月31 30
合 合

1 8

01. 

4 合 30 8 合 102. 

03. 

区分 内容

柔軟労働時間制度
合

選択的労働時間制
1 月 1 52

事業場外の
見なし労働時間制 合

裁量労働時間制
行

合

報償休暇制
合 56 ・

支

   51 52 57 58

Practice 
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休日および休暇

1 1 1

 合 合

01. 
日

5 2018年6月29
行

300 2020年1月1 30 300
2021年1月1 行 5 30 2022年1月1

行

02. 
日

1年 80
年 15 年 2年

1 総 25 1
年 合 1 月 1

年 支 年 1年

年
合

03. 

4大社会保険 4 年 区

雇用保険 労災保険 国民年金 健康保険

労働者 総 0.8 月 4.5 月 3.335

使用者 総 0.8 月 4.5 月 3.335

  10.25
総 0.25 0.85 支

 ー ー  www.moel.go.kr  

人
外国人労働者は、4大社会保険のうち、健康保険 (外国人は一定の要件を満たせば加入除外申請可能)と労災
保険は韓国人労働者と同じく義務として加入する必要があり、 雇用保険は在留資格および国籍に基づいて
当然加入または任意加入が可能である。国民年金は、相互主義によって国籍別に適用の可否が異なる。

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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退職給与

合 支 14
支

合

01. 

相 合 支 年
年

1年 30
支

年 支 年
(D ) 年 (D ) 年 (IRP)

年

02. 

1年 年 合
年
3年 2 ウォン

   5 11

 • 確定給与型退職年金(DB): 1年 30 相
( 年 )

•確定寄与型退職年金(DC): 年 年 総 12 1 相
年

 • 個人型退職年金(IRP): 
・ 年

年

Practice 
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解雇

行

総合

合
50

01. 

( )
30 30 合 30

支

02. 

03. 

30 ・
30

04. 

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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就業規則

01. 10
合

 	

 	 ・ ・支 ・支

 ・支
  / 
   93

02. 

合 合 合 合 合

合

03. 

04. 

Practice 



168

母性の保護

合 90 (
合 120 )

45 ( 合 60 )

01. 

12 36 1 2
合

1 8
1 6

02. 

合
10

90

03. 

仕事と家庭の両立支援

8 2年 ( )
合

1年

01. 

合

15 35

   ・ 支援 19 19 3

02. 

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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安全と保健

合
01. 

・
2年 1 1年 1

02. 

非正規職

2年
2年 合

01. 

・

・ ・

02. 

Practice 
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職場におけ
るハラスメ
ントの禁止

01. 

ン
合

行

   6 2 (2019.7.16. 行)

02. 

・
行

集団的労使関係

合
総 合

合

01. 

3 行 行
行

合
行 ・ 行

合 支 ・ ・援 行
・ 行

  合 81

02. 
行

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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・ 行
行政 合

・ ・ ・ ・
・

支援 行
・ ・ 行

行 合 行政

   合 1 2 2 22 26

03. 

30
3 10

04. 

50 総 3.1

( 50 100 ) 年

 	   ー ョン 28 33 行 25
36

20 3 8
合 ( 支援 行

 9) 支援
支援 1

ウォン 区 投資
合

投資 合
   支援 33 2 86

資  投資  2020 (KOTRA)

Practice 
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01

職務に適した従業員の採用と、そうではない従業員の解雇が難しい
ため、従業員の資質を検証するための期間を置くことはできるか？

資

3 月 合
26 3 月 合

02

2021年の最低賃金を算定する時、209時間はどのように算定された
ものか？

1年 月 4.345 (365 7 12月) 1 8
8 48

月 48 208.56 209
(4.345  48  208.56)

03

�1日に15時間ずつ、週3日勤務し、1週間の労働時間が45時間である
ため週52時間を超えないが、労働時間違反に当たるのか？

1 12
ー 7 3 (21 )

1 総 52 1
12 合

04

外国人投資企業の役員は雇用保険加入が可能であるか？

・

行
行
合

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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05

外国人労働者の国民年金加入が免除される場合は？

 	 年 年
	  相 年 合
 合
 行 合
 	 資 (A-1) (A-2) (A-3) ( -1) ( -

2) ( -1) 総合( -3) ( -4) (D-1)
(D-2) (D-3) (D-4) (D-6) (F-1) (F-
3) ( -1) 合

 年 合

06

外国人投資企業に勤務している外国人(D-8の査証所持者)も、国民健
康保険を義務的に加入する必要があるか？

109
行 61 4

相
合

07

�外国人が本国に帰国する場合、国民年金を返してもらうことはでき
るのか？

支
合 (   www.nps.or.kr  )

ⓐ 外国人の本国法において、韓国国民に「変換一時金に相当する給付」を支払う場合
ⓑ 韓国と外国人の本国間に返還一時金支給に関する社会保障協定が締結されている場合
※ 社会保障協定による対象国 (2019.5.1.基準18ヶ国) ：ドイツ、アメリカ、カナダ、チェコ、ハン
ガリー、オーストラリア、フランス、ベルギー、ブルガリア、ポーランド、スロバキア、ルーマニ
ア、オーストリア、インド、トルコ、スイス、ブラジル、ペルー
ⓒ E-8(研修就業)、E-9(非専門就業)、H-2(訪問就業)に該当する滞在資格で国民年金に加入した外国
人の場合

08

解雇予告通知時、法定解雇予告期間の30日に5日足りない場合、5日
分に対する解雇予告手当を支払わなければならないか？

( ) 30
30 合 30

( ) 支

1 合 30
支

Practice 
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知的財産権
� 知的財産制度
� 特許庁の主なサービス
� 産業財産権紛争調整委員会

韓国は、世界4位の知的財産権の出願国であり、世界5位のPCT(特許協力条約)国際特許出願国で、自他ともに認める特許強国で

ある。一般的に特許は、産業財産権、著作権、新知的財産権に区分されるが、韓国では産業財産権が主流である。

1999年にPCT国際出願国際調査機関、国際予備審査機関として指定された韓国の特許庁は、急変する世界貿易環境に能動的に

対応するために、関連法令と制度を強化、行政手続きを簡素化するなど、積極的にシステムを改善しており、知的財産権の獲

得と保護のための様々な支援を提供している。
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知的財産
制度

区
ン

「産業財産権の登録」 ・ ン・
・ ・

総

「登録原簿」

4

ン

区分 定義 存続期間

特許原簿
20年

実用新案
登録原簿

・ ・ 合 10年
( 15年)

デザイン
登録原簿

・ ・
合

ン
20年 (

15年)

商標原簿
・ ・ ・ ・

・ ・
合

10年
(10年

)

01. 

Practice 
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 		 1年6 月

合

 		

 		 合

 		

行

・02. 

①
方式審査

②
出願公開

③
実体審査

④
特許決定

⑤
登録広告

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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区分
電子出願 書面出願

オンライン 郵便 訪問

内容
ソ

ウ
オン ン

受付先

www. atent.go.kr
 	

 
 ソ ウ

(35208) 市
区 路189 政

ー センター
( )
ソウル

(ソウル)

受付時間

月- 24

09 00-
21 00

(P T

)

09 00-
18 00(

09 00-13 00)

電 1. 		 ( ク 路)
ー

www.patent.go.kr          • 相談センター  1544-8080

2. 		 (KIPRI  Korea Inte e t a  Pro ert  Rig ts In or ation 
ervi e) (KIPI) ー

ン

www.kipris.or.kr  

Practice 
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03. 

ン 合
ン

ン ン
合 ン 1年
ン ン

04. 

・

10年
合 10年

05. 

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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ー
オー ー 3 ク

• 行
•

•

01. 
ー ー

(One- a ) ー
ー ョン

ー 階

02. 

特許庁の主な
サービス

4 政
ー

支援
ー 政

 
  

 

出願 予備審査

  

一括審査 審査
補正餡

レビュー
登録決定

Practice 
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03. 

合
合

R D

04. 

談
05. 

ー

ー ー er etin ンター
ー 行

ー
行

er etin
行

行

06. 
ー
ー

ー ー
出願手続きを経て特許権を行使しようとする者および営業秘密として保護すべき技術に該当す
る場合

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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資01. 

  ( ン ) 
 
 
 

02. 

産業財産権
紛争調整
委員会

・

支援

行

効果 内容

時間と費用の
節約

( ・ ) 1

専門的で中立的な
アドバイス

 

合 ー
両当事者がWIN-WIN

できる紛争解決
調整成立時、裁判上

和解の効力発生

迅速性、非公開性
3 月

行
合 合

•	   ー ー ウン ー オン ン
ール   https://www.koipa.re.kr/adr/request_2.html   

• 合  1670-9779( )  02-2183-5897(FA )  I .a r korea.kr( ール)
•  ソウル 市 区 ン路 131 センター 6階

Practice 
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外国人投資	
オンブズマン
� 外国人投資オンブズマンの機能と権限
� 苦情処理機構とホームドクター制度

1999年「外国人投資促進法」によって導入された外国人投資オンブズマン制度は、外国人投資企業が韓国で経営活動を行

う中で発生するさまざまな隘路事項の解決を支援する制度である。これは、既に設立された外国人投資企業に対する密

着型投資後支援として、企業の苦情を効率的に解決・支援するだけでなく、韓国の投資環境の改善を通じて、外国人投資

企業の増額投資と新規投資の誘致を促進する効果をもたらしている。
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外国人投資オンブズマン �
委嘱および機能

投資オン ン 資 投資
投資オン ン

投資 投資 路
投資 行政

行 投資 投資 路
行

01. 

 投資オン ン 投資 投資
路 合 行政

合 行政

•	 行政 資

• ・
•

 投資オン ン 投資 投資
路 合 行政

•	 行政 投資オン ン
30

 •  投資オン ン 行 ・
行政 行 合

投資

 			   	 投資 15 2 	
投資 行 21 3 

02. 

Practice 
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苦情処理機構と
ホームドクター制度

投資オン ン 支援 KOTRA
投資オン ン

( 投資オン ン) 投資
投資 路 行政

合 7

   投資 行 21 4

01. 

投資 投資 路
・投資 ー クター( )

 •	支援 / / / IT/ /
/

   投資 行 21 4 

02. 
ホーム ー

投資 投資 路
行
( ー クター) ンター ー

ル
 		

 		
   2019 投資オン ン 年 (2020.9)

03. 

人 •   02-3497-1824
•Fa   02-3497-1699
•  ソウル 市瑞草区献陵路 7 ン 6階 投資

室

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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投資オン ン 室
投資

・ オン ン ー 投資
ー 政 投資

投資

 投資オン ン ータル( ー )  http://ombudsman.kotra.or.kr 

04. 
人

ー

ー

区分 サービス内容

政府立法

• 政 ( 行 行 )

• 投資 ン
政

議員立法

• 

• 投資 ン
政 /

規制改革申聞鼓 
(既存規制改善建議)

• 行 政  

 	 	2019 投 オン ン年 2020 9

ー
ー ー

• ー ター   投資オン ン ータル(   ー ン
)

• 合   02-3497-1829  1827

01
外国 苦情処理が可能な分野は？

投資 支援

   2019 投資オン ン年 (2020.9)

Practice 
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解散および清算
� 解散
� 清算
� 許認可の抹消
� 事業者登録の抹消
� 外国人投資企業登録の抹消
� 海外送金

外国人投資企業が事業を中断する場合、解散、清算、許認可および事業者登録の抹消、外国人投資企業登録抹消など

の過程を経て法人格が消失する。このような過程を正しく行った場合、債務を清算した後、残余財産を外国人投資家

の持分率で配分し、海外に送金することができる。別途の清算人を置いて清算業務を行う。
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解散 合
投資 階 2

月 535
2 月 2 月

合 総

•

•合
•

•

• 合
• 総 ( 2/3 行 総 1/3 )

• 解散登記
ンター  www.iros.go.kr   資 センター     

 ( )

※ お問い合わせ : 最高裁登記所法人登記担当 1544-0773→2→3

解散 清算 許認可抹消

01 02 03

事業者登録抹消 外国人投資企業登録抹消 海外送金

04 05 06

Practice 
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清算
(株式会社の場合)

合 合 ・ ・ 合 合

総 合

01. 
人

2 年月02. 
人

総
総

03. 

総 404. 

総 105. 

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入



189

2 月 2 月

合 2

合

06. 

07. 

合
総

08. 

合 総
合 2 支 合 3

行

09. 

Practice 
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許認可抹消 合
行

市・ ・区・

外国人
投資企業
登録抹消

投資 合 投資
合 投資

行

事業者登録の
抹消

行 合
( )

海外送金 投資 3 6
投資

最高裁インターネット登記所 www.iros.go.kr  ▶ 資料センタ ▶ 登記申請様式 ▶ 法人登記 

▶ 検索(株式会社清算終結登記、有限会社清算終結登記)
※ お問い合わせ : 最高裁登記所法人登記担当 1544-0773→2→3

•	申告書1部 (「付加価値税法施行規則」別紙第9号書式 ： 休廃業申告書)
•��事業者登録証原本、解散、又は清算登記事項全部証明書、代表者身分証明証
 行

※ お問い合わせ : 国税庁 付加価値税 担当 126→2→2

人
• 申請書1部( 投資 行 17   投資 )
•廃業事実証明、登記事項全部証明書( )
•外国人投資企業登録証原本の返却
 行  

• 申請書1部( 投資 行 18 2   投資 )

• 公認会計士監査済清算報告書 / 納税証明書( 行)
• 地方税完納証明書(市 区 行) / 預金残額証明書 / 登記事項全部証明書( )
• 清算人印鑑証明書、又は法人印鑑証明書
 行  

租税制度 人事・労務 知的財産権 外国人投資オンブズマン 解散および清算通.および資本財の導入
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個人が事業主体である個人事業者の設立手続きは、法人登

記以外は、株主が資本を出資して設立する法人事業者と同じ

である。

ただし、税制、会計、財務管理の面で法人事業者との違いが

あり、D-8-3、またはD-9ビザで韓国内に滞在が可能である。

また、事業を中断する場合は、許認可、事業者登録、外国人

登録抹消など適法な手続きを経た後、残余財産を本国に回収

することができる。



04
INDIVIDUAL

BUSINESS

Individual Business
個人事業者

� 個人事業者
� 不動産取得
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個人事業者
� 個人事業者と法人事業者の違い
� 設立の手続き
� 主な税金
� 査証
� 廃業手続き

INDIVIDUAL
BUSINESS

個人事業者

PART

1
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個人事業者
と法人事業
者の違い

合
合

合

個人事業者 法人事業者

01

適用法律

02

課税所得
 	 年 	

資

03

納税義務
年  	 年

04

税率
6 45 10 25

05

会計年度

年1月1
12月31 年

06

帳簿作成義務
 

07

権利義務
主体 行

資
合

資

08

財産利用
1

� 人 人

Individual Business 人
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01.
人

投資 KOTRA( 総合行政支援センター2階 投
資 ) 行 行

人
[持分投資の場合]
�  申告書2部  	
( 投資 行 1

  
投資 )

�  外国投資家の国籍証明書(  
ー )

	 行 合

[長期借款の場合]
�   申告書2部 

( 投資 行 2
  投資 )

� 借款提供者の国籍証明書
� 借款契約書(  投資 )

[現金出資ではない場合]
� ��出資目的物に対する証明書類	
(   )

 	 行 合

設立の
手続き

人 人

個人事業者は、登記手続きを
せず

外国人投資申告
[ KOTRA, 外国為替銀行 ]

01

2-3

投資資金の送金
[ 外国為替銀行, 税関携帯搬入 ]

02

許認可取得
[ 必要時, 関連機関 ]

03

3

事業者登録
[ 税務署 ]

04

事業者銀行口座の開設
[ 外国為替銀行 ]

05

外国人投資企業の登録
[ 最初申告期間 ]

06

人

不動産取得個人事業者
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02. 投資 投資資 行

合

04. 3

�    申請書1部( 行 4   ), 賃貸借契約書, 	
外国為替購入証明書、パスポートのコピー、外国人投資申告書、許認可証(

)など  行 合  

★ 

投資 ー
行

合 資
投資

03. 合
区

合

化粧品製造業、化粧品輸入販売業、食品製造業、食品輸入販売業、医療機器販売業、医療機器
製造業、医療機器輸入販売業、通信販売業、飲食店業、宿泊業、健康食品販売業、健康食品輸
入販売業、旅行業、外国人患者誘致業 、酒類輸入業、小規模ビール製造業、職業紹介業、両
替業など

Individual Business 人
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05.
行

行
行 20

行

06.
人

投資 階 投資
(KOTRA 行)

60 投資

•   126- 2- 2
• 投資 投資  1600-7119

� 事業者登録証のコピー / 代表者の個人印鑑 / 代表者身分証明書のコピー
 行

人
�  申請書1部( 投資 行 17   投資 )
�  外国為替購入証明書 / 事業者登録証のコピー
 行 合

不動産取得個人事業者
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01.

所

総合
・  総合

年 合

02. 1月1 12月31 1年

03. 1月1 12月31 年 5月1 5月31
6月1 6月30

04. 総合
合 資

課税標準 税率

1,200万ウォン以下 6

1,200万ウォン超過4,600万ウォン以下 72 ウォン (1 200 ウォン 15 )

4,600万ウォン超過8,800万ウォン以下 582 ウォン (4 600 ウォン 24 )

8,800万ウォン超過1億5千万ウォン以下 1 590 ウォン (8 800 ウォン 35 )

1億5千万ウォン超過3億ウォン以下 3 760 ウォン (1 5 ウォン 38 )

3億ウォン超過5億ウォン以下 9 460 ウォン (3 ウォン 40 )

5億ウォン超過10億ウォン以下 1 7 460 ウォン (5 ウォン 42 )

 10 ウォン ( )3 8 460 ウォン (10 ウォン  45 )
 ( 10 )

主な税金

Individual Business 人
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投資 資 (D-9)
投資(D-8-3)

01. 行
 	 3 ウォン 資

 	 投資 3 ウォン 投資 投資
行

査証

在 人
① 統合申請書1部(  行 34 )

② パスポート、パスポート用写真1枚
③ 結核ハイリスク国の国民の場合、結核検診票( 行 )
( ク ) ール ール ー ン ル ン
ー ン ン ウ タン ン ン

ン ル タ タン ピン オ
④ 外国人投資企業登録証明書のコピー
⑤ 事業者登録証のコピー
⑥ 在留地証明書類のコピー( )

⑦ 事務室賃貸借契約書のコピー
⑧ 投資資金導入立証書類のうち
• 行 ( )
• ( 合) ( 合)
•

⑨ 営業実績(輸出入実績など) 証明書類( 合)
• ( )
•	 ( )
•

⑩ 通帳および通帳取引内訳のコピー
⑪ 投資資金使用内訳および証明書類
•

•オ ン
• 行

⑫ 事業場の写真( オ ー 資 )

⑬ 当該業種、又は分野の事業経験関連の国籍国の書類( )

 投資 合

不動産取得個人事業者
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02.
人

投資 ・ ・
投資

1 ウォン 投資 資総 10

資 1 ウォン

在 人
① 統合申請書1部(  行 34 )

② パスポート、パスポート用写真1枚
③ 結核ハイリスク国の国民の場合、結核検診票( 行 )

④ 外国人投資企業登録証明書のコピー
⑤ 事業者登録証のコピー
⑥ 共同事業者約定書の原本
⑦ 共同事業者である韓国国民の事業資金証明書類
⑧ 在留地証明書類のコピー( )

⑨ 事務室賃貸借契約書のコピー
⑩ 投資資金導入立証書類のうち
• 行 ( )
• ( 合) ( 合)
•  

⑪ 営業実績(輸出入実績など) 証明書類( 合)
• ( )

⑫ 事業者通帳および通帳取引内訳のコピー
⑬ 投資資金使用内訳および証明書類
•

•オ ン  
• 行  

⑭ 事業場の写真( オ ー 資 )

⑮ 当該業種、又は分野の事業経験関連の国籍国の書類( )

 投資 合

発行
•韓国で採用する者は除く
•事業者登録証上、韓国人と共同代表として登載されていること
•共同事業者の国民の事業資金が1億ウォン以上であること

Individual Business 人
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投資 合
投資

01. 合
行

市・ ・区・

02. 行 合
( )

03.
人

投資 投資
合 投資

行
 投資 解散/清算を参照 (p.190) 

04. 投資 投資

廃業の
手続き

� 申告書1部(  行 9   )
� 事業者登録証 原本 / 代表者身分証明書
           行 9

 行  

※ お問い合わせ: 国税庁付加価値税担当(126→2→2)

�    外国人投資登録抹消確認書 / 公認会計士監査済清算報告書 / 納税証明書(
行) / 地方税完納証明書(市 区 行) / 預金残額証明書

 行  

不動産取得個人事業者



不動産取得
� 関連手続きおよび必要書類

� 不動産売買代金の送金

外国人が韓国内の不動産を取得する場合、｢不動産取引申告などに関する法律」、｢外国人投資促進法」、｢外国為替取引法」

などの法律が適用される。一部の許可対象土地を除いては、申告だけで不動産を取得することができ、取得手続きや規制

は韓国人と同様である。一般的に、不動産取得契約後に代金を支払い、不動産取得申告をした後に登記を行うのが原則で

あり、外国人投資企業の場合、契約前に外国人投資申告および外国人投資企業の登録を行うということが、他の形態の外

国人が不動産を取得する手続きとの違いである。適法な申告を経た不動産売買代金は、海外への送金が自由であり、不動

産関連税金には、取得税、財産税、総合不動産税などがある。

INDIVIDUAL
BUSINESS

個人事業者

PART

2
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� 関連法令

不動産取引申告などに
関する法律

外国人投資
促進法

外国為替取引
法

対象

外国人個人、外国法人、
外国人が�持分率50%以上
所有している内国法人
外国政府、国際経済

協力機構など

外国法人
外国永住

権者国際経済協力
機構など

非居住者

申告機関 土地所在地の市、郡、区庁
外国為替銀行, 

KOTRA
外国為替銀行

所管部処 国土交通部 産業通商資源部 企画財政部

主な内容

不動産取得申告 :
外国人が韓国国内不動産

取得時

外国人投資申告 : 
外国人が 	

外国人投資企業を	
通じて不動産取得時

不動産取得申告 :
取得申告：非居住者
が 不動産関権利(伝
貰権、抵当権など)

を取得する場合

申告時点 契約締結日から30日以内
投資資金の

持込前
不動産取得
資金引落時

外国法人
外国永住

権者国際経済協力
機構など

不動産取得個人事業者
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01.
人

投資 合
投資 

関連手続きおよび
必要書類

 	 行 ・支 KOTRA 投資

 支

 			 市 区  
30

 			 行
支 60

外国人投資
企業申告および

登録

01 02 04

不動産取得
契約および
代金支払

03

不動産取得申告 不動産登記

�  法人登記簿謄本 / 登記申請書 / 登記原因証明書類( ) / 登記権利証 
/ 不動産登記簿謄本など
 行 合

Individual Business 人
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 支

 			 市 区
30

 			 行
支 60

02.
人

人 人

不動産取得契約
および代金支払

01

不動産取得申告

02

不動産登記

03

�  支店法人登記簿謄本( ピー)、登記申請書、登記原因証明書
類( )、登記権利証、不動産登記簿謄本など
 行 合

不動産取得個人事業者
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03.
人

 

 支

 			 資
行 ・支

 ( )

 			 市 区
30

 			 ( 合
) ・

合
ー ピー 合

行

行
支 60

�  支店法人登記簿謄本( ピー), 登記申請書、登記原因証明書類
( ), 登記権利証、不動産登記簿謄本など
 行 合

不動産取得契約
および代金支払

01 02 04

不動産取得申告

03

不動産登記用 �
登録番号申請

不動産登記

123

Individual Business 人
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 支

 			 市 区
30

 			 合 ソウル

 			 行
支 60

    行

04.

�  所在地証明書、または居住事実証明書、登記申請書、登記原因証明書類(
)、登記権利証、不動産登記簿謄本

 行 合

不動産取得契約
および代金支払

01 02 04

不動産取得申告

03

不動産登記用 �
登録番号申請
(住民登録番号

抹消時)

不動産登記

123

不動産取得個人事業者
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01.
人

資 支
合

02.
人

資 支 行
資

行総

03.
人

資
行 合 行総

不動産売買代金の
送金

Individual Business 人
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01

 外国人も「住宅賃貸借保護法」の適用を受け、保護してもらえるのか？

合

合 行

02

 韓国に滞在地がない外国人(外国人登録証未保有)が、韓国にある
休養コンドミニアムを購入して所有権移転登記を行うことがで
きるのか？

合
・

03

 当社は外国人投資比率が40%の外国人投資企業であり、昨年土地
10,000 ㎡ を取得したが、外国人不動産取得申告をしなかった。
しかし、今年になって外国人投資家が韓国パートナーの持分を全
量取得して外国人投資比率100%の外国人投資企業となった。こ
の場合、別途の申告義務が発生するか？

7

合
合 6 月

合

不動産取得個人事業者
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Appendix
付録

� �[別表1] 外国人投資対象外の業種(第4条関連)
� [別表2] 外国人投資対象制限業種および許容基準 (第5条関連)
� [別表3] 地方税の税率
� [別表4] 受託機関
� [別表5] 法務法人
� [別表6] 会計・税務法人
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業種分類 業種名 所管部処

行 政

		
 行 行

政

 

年

市

支援 ー
 		 ー 支援 ー 投資

政

 -

行 -

政 政 行政

 行政 行政

政 行政 行政

行政

行政

行政

行政

ー 行政

行政

行政

行政

行政

行政 資

行政

行政

-

	 2001.7月 行 投
資

 行政

行政

人

[別表1] 外国人投資対象除外業種(第4条関連)
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業種分類 業種名 所管部処

行政

行政

 

 	 ( -市 -
- - ) 合 投資

 	
投資

 

合

ク

政 -

市

・

Appendix 
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業種分類 業種名 許容基準 所管部処

投資 50  合

- 資

合 資

資

合
30

 ( ) 合
資

合
1. 投資 50  
2. 		 投資 1

	 	 合

資

 9  資

投資 50  合

合
1. -
2. 合 合
3. 投資 50  

投資 50  合

行 投資 50  合 	
( 合 投資 30  合 )

行
行

投資 50  合

オ

人

[別表2] 外国人投資対象制限業種および許容基準(第5条関連)
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業種分類 業種名 許容基準 所管部処

投資 49  合
( 総合 ン ル 投資

20 合
ン ル 投資 10  合 )

 ン ル
総合

ン ル 合

(  FTA -  FTA -  FTA -オー
 FTA) 相 政

14 1 3
( )

総合 投資 49  合
( 投資 20

合 )

投資 49  合 ( 総合
ンター ル

ン ン 投資 20  合
)

 総合
ンター ル ン ン  

合
(  FTA -  

FTA -  FTA -オー  FTA) 相 政
ンター ル

9 2 3 (
)

政 ( )
(

資 ) 合 行 総
100 49 合  ( KT

100 5 
合 )

   政  ( 資 市 投資
9  1  1 ) 行
総 100 15  
 

(  FTA
-  FTA -  FTA -オー  FTA) 相

 10
 (

)

( )

ー 投資 25  合

行
合 ( )

合 ( )

Appendix 
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税目 課税対象 税率

2.8 3.5 4.0
( ) 1.0   3.0 4.0 (4 )

2.8 4.4 8.0 8.4

( )
21

支

総合 1 6  1 42	

1 6  1 42 1 10 1 70

1 10  1 25

100 10

(1 ウォン 5
ウォン) (5 50 ウォン)

(330 ) 1 250ウォン

(50 ) 総 0.5

年1  80 200 ウォン

合
2 5 ウォン
11 5 ウォン

6 6 ウォン
15 7 5 ウォン

行 ル ー ( ) 36 (  26 09.05.21)

タ タ タ 20 (1 ) 1 007ウォン

ー 総 10

資
0.04 0.12

資
1 20ウォン 10

2ウォン

( ) ー
タ

20 ( 20 ) 20 40 25
20 30 50

 0.1 0.15 0.25 0.4  
 0.25 	

総合 0.2 0.3 0.5
0.2 0.3 0.4
0.07 4

市 110  0.14

(0.8) (1.5 2.0) (0.2)

(0.02) (1 1 5 ウォン)

( 5 2 )

(1) (0.2) (1 ウォン)

(0.4) 資 (0.4)
(0.2) 資 (0.2)

4 5 ウォン  6 7 5 ウォン

地

[別表3] 地方税の税率 / [別表4] 受託機関
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受託機関 部署 電話番号 郵便番号 所在地

行
 市 区 3・15 路 642

( 行 )

行 室
市 区 路 225

( 行 室)

行 FI
ソウル 市 区 路8 ル26
( 行 11階)

行 ー
ソウル 市 区 支路 82
( 支路2 I K ン タ ー) 
( 行 ー )

行 ー
ソウル 市 路区 路 6 ン ー
タ ーA 14階( 行 ー )

ー ーク
ン 行

ソウル 市 区 路 10
OneIF  29階 ( ー ーク ン 行)

行
市 区 路 2310

( 行 )

行
ソウル 市 路区 路 41(瑞 )

ル 18階 ( 行)

D 行 1
ソウル 市 区 路 136
ソウル ン センター 18階(D 行)

行 ルー
ソウル 市 区 支路5 ル26

セ センター ン ル  12階
( 行)

行 ー
ソウル 市 区 路 136 19階
( 行 ソウル支 )

ー ン ル
ン ルク 行

オ ー ョン
ソウル 市 区 路 136 14階
( ー ン ル ン ルク 行)

ンクオ
OA

支
ソウル 市 区 路 136 ン

センター27階( ンクオ )

行
市 区 路 30 行 

15階( 行 )

P
	 行

ソウル 市 区 路 100 
ー タ ー 24階( P 行)

行 室
ソウル 市 区 行路 14
( 行 室)

ソ ・
ル		 行

ソウル 市 路区 路3 ル 17 Dタ ー
D1 23階(ソ ル 行)

ー ル
ソウル 市 区 路 62
( 行 室)

Appendix 
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受託機関 部署 電話番号 郵便番号 住所

行 投
ソウル 市	 路	9 ル	20

行 投

I 	 行
ソウル 市	 区	 路	136
ソウル ン センター11階 I 	 行

行
支

ー
市	 区	 路	63	4階

行

F 行
ソウル 市	 路区	 路41 ル7
階 F 行	ソウル支

ウ 行
ー ル投 支

センター

ソウル 市	瑞草区	 路	465
瑞草 	 タ ー	2階
	 ウ 行 ー ル投 支 センター

行 ー
ソウル 市 区 ル路 77

ル3階

P ル ン・
ー

ソウル 市 区 路 11 ル 35
P ル ン

( P ル ン ー 行ソウル支 )

行  市 オ ョン ル 90

行 ソウル 市 区 11 ル 24( 行)

行
ソウル 市 区 路 73 路 ル
1階( 行)

行
ソウル 市 路区 路 41 ル 
23階 ( 行)

行
ソウル 市 区 支路 29 
( 行ソウル支 )

行
ソウル 市 路区 路 41 1階
( 行)

ク
ル ー ー

ソウル 市 路区 路 1 ル
21階(ク ル ー ー )

タン ー
ーター 行

ソウル 市 路区 路 47( タン ー
ーター 行 センター)

行 センター ソウル 市 区 路 24( 行)

オー
ー ー ン 行

オ ー ョン
ソウル 市 路区 路 1 ル
22階(オー ー ー ン 行)

行
ソウル 市 区 路 37 ( 行)

K 行
ー ル

センター
ソウル 市 区 支路66
K 行 1階

[別表4] 受託機関 / [別表5] 法務法人



221

法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

・ ョン・
ョン
ク

ソウル市 路
区	 路8
ル39

1 050

・ ョ
ン ン

	

・合 支 ・
行 投

投 ・

・
ンオ

投 ・合
・ 支

ー ン

・ ン
ン

投 ・合
支 ・

投

・
ョ ン

・合
・

投 ー ・ ー ・ ンター
ン ン

ク・
ン

ル ー ・合
ク ン ン

ン 投

・ル
・合 支

市
投

ン・
ン

	
	 ・合

ク・
ョン

ン

	
	

	
ン

・合 投 ・
・

・ウ
ォンタク

	
	

投 ・合
・

ル
ョン・

ソン
ン

ソウル市瑞草
区 路
104 2階

8

ョン・
ソン ン 	

	
	

行政 	
投 相談 	

相談
・

ン

・ ン
ウク

投 ・

ソク・
ン ョ
ン ・

ン

ソウル市
区 ン路
191 6階

18
ソク・
ン ョ
ン

	 	

人
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ソク・
ン ョン

・
ン

ソウル市
区

ン路191 6
階

18

ン・ ンウク
支

投
A

支 ー 投
・ ン ン

・
ン

ソウル市瑞
草区 路
15
416

9

・ ン
投資 ・合

投資

・ ョン
投資ン・ ンソ

ク

ン
ーク

・
ン

ソウル市
区	

ン路147
21階

30

・ ン
・合 投資・ ョン

ン
ク・ ョソン

・ ン
ョン

・ウ ク
・ウォンウ

ョ・ ン
・ソ ョン

・合 投資
ン・ ン ン

・ ン

ン・
ン ク

・
ョ

ソウル市
区

ン路87 ル
3(8 14
16階)

115

・ ョ
ン

合 投資

ピョン・ ンソ
ク

投資 ・合

・ ン
ク・ ョン

ル
・合 投資

・ ン
・ ョン

ン
投資

ン・ ョン 投資

ン
・

ンソク

ソウル市瑞
草区瑞草
路347 10階

55

・ ンソク

ン・ ン ョ
ル

・ ク ン A Invest ent P F
・ソン R

ク・ソン
ン

ル ー ン

・ ンウォン 投資 A P F

[別表5] 法務法人
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応言語 担当業務 連絡先

ン
・

ンソク

ソウル市瑞草
区瑞草 路347
10階

55

ン・ ョン
ン

i os  
rkowski

ー ン
Invest ent 	

R

ョ・ ン 投資 A Pro e t Finan ing

・ ン

・ ョン
ク

A

ピョ

・
ン ン

・
ョン

市 区
路

70 ル8
3 4階

5
・ ョン

・ ン

・
ョン ョ
ク

ソウル市瑞草
区瑞草 路48

ル337階
ン ル

14

ン・ ン
ン

・ ン 投 ・合

・ウ

・ソ
ン ン

・
ン
・

ョン
ン

ソウル市 区
路55

25階
45

・ ン ョ
ン

投 	
支 投 	

A

・ソク ン
合 投 投 A	

ン・ ョ
ク

A 	
・

ウォ
ン

ン・
ル

ン・
ウォン

ソウル市	
区 路308
11階

53

・ ン
・合 	

行

ク・ ョ
ン

A 投 ・
P ク ・

ン ン

ョン・
ン ョン

合
・

ク ン

・ ョン
オ

・
ク ン

・ ン
投
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応言語 担当業務 連絡先

ン・ソ
ク ン

ソウル市
区	 ン
路521 	 ル

タ ー38
階

395

orit 	
ink er

	
・合 A 	

・

ン・ ・ 行・ 	

ク・
ン

・ ・ 	
・合 A 	

支 	
ー

ピョン・
ウン

・ 投 	

ン・
ン ン

投 ・合
A ・

・
ョン

・ ン
ク

	
ソ ン

	
IP	Risk	 anage ent IP	 o ian e 	

	
セン 	

ー ン

・ ン ・合 A

・
ョク

・ ・合
A 投 ン 	

ン P

・ ョ
ン

ン
・合 A ・

・
支

・ ン
投 	

・
ン ・

・合 A

・
ン

投 ・合 A 	
・ ル ー 	

I

・
ン ク

ン 	
・ ン

・
・合 A

[別表5] 法務法人
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応言語 担当業務 連絡先

ン・ソ
ク ン

ソウル市
区	 ン路
521 ル
タ ー38階

395

ョン・
セ ン

・合 A 	

ョ・
ョン ョ
ル

ン
A 投 ン
ー

・
ン ン

・
ン ン

ン

・ ・合
A ン P

ク ン 支
市 ル ー

ー ンター ン ン

・
ン ン

ソウル市瑞草
区 路
98 3階

5

ン・
ウン

	
ク 	

投 ・合 	
A s row F n ing	

Agree ent D e	Di igen e	Re ort
投 FDI

・

・
ン

ク
投 ・合

A s row F n ing	
Agree ent D e	Di igen e	Re ort

ン・
ンソク

・

ン・
ン ン

投 ・合 	
A s row F n ing	

Agree ent D e	Di igen e	Re ort

・ソ
ン

投 FDI

・
ョン
ン

ソウル市
区 ン路	
201 ル
20階

13

・ ョ
ン ン

投 投
・合

A ン 	
合投

・
ォン ン

ン 合投

ク・ウ
ンソン

投 投
・合

A ン
合投
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応言語 担当業務 連絡先

・
ョン
ン

ソウル市
区 ン路	
201
ル20階

13
クォン・

ク ョ
ン

・合 A

ン
ン・

ン

市
区 路32

ル18 8
階

タウン ル

3

ン・
ン

投

ソン・
ョン ョ
ン

ソン・
ョンウォ
ン

・ ン
ョン	

・
ョン	
ン・

ン 	
・ソ

ン ク

ソウル市
区 路60	

KT タ
ー10階

243

ョン・
ョル

A 投
ル ー ン ン

ー

・
ョン

A ル ー ン
	 投

・
ョン ク

	 A ・
投

ソ・
ン

A オ
ル ンター ン

ン ー ー
ン ー

ー・

A 投 A

・ ン
投 投 投

合
ル ー・ ・ ン

・
ンウク

A 投 投
投

ン ピン

・ ン
投

Te no og 	
e ia Te e o ni ations

・オ
ク

A 投

ピー
・

ン

市 区
タ ー

路323
2901

5
・

ン
投 ・

[別表5] 法務法人
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応言語 担当業務 連絡先

タ
・ ョ

ンウ

ソウル市瑞草
区瑞草 路
286 407

3
・ ョ

ンウ
・

ョン・
ン

ソウル市
区	 路
517	 セ タ

ー	18 19
22 23 34階

420

・ ン
ク

投 IPO A 投
投

投 ・
市

・
ン ル

I A 投
投 ・

行

・
ン

投 ウ ウン A
ク ン ・

・ ン

・ I
A 支

投
・
ル ー

・
ォン

・ I
投 投

A

・
ンウ

	投
I

投 投
投 ク ン
ンター ン ン ー

・

ン・
ン

A
投 投 行

行
市 ク

ン

ョン・
ン

投
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ョン・
ン

ソウル市
区	 路
517 セ タ

ー	18 19
22 23 34階

420

ン・
ンオ

・
A 行

・ウ
ォン ョ
ン

A 投
市

ク ン 投

ン・ソ
ンウン

IPO 投 市
投

ー
ン・

ン

ソウル市
区

路10One	IF 	
31階

5

ン・
ン

ン

・ ン
・合 ン

ョン・
ウォンソ
ン

・合

ク・セ
ク ・ ン

ョン・
セ ョル

ン ョ
ル

ソン・
ン	

・ ョン
ウ	

ン・ ョ
ン ン	

ン・ ク

ソウル市 路
区 路1

ル	16階

・
ョク

投 ・ A ・
投

ク・
ョン
ン

投 ・合 合 投
投

オ ・
ン

市 政 市

ョン・
ク ョ

ル

投
・合 投

ー ン 投
・

ン・
ン

投 ・合
・

ン・
ンウォン

投 ・ A 合 投
投

オ ソン・

ソウル市瑞草
区 路1 ル
22 4階

オ

4

ソン・

ン

支 行 	
・

ク・
ョンソン
オ ・

ョン
ョル

ョン・ソ
ン

ソウル市 区	
路	136	

ン
ル4階

5

ン・
セ ン

ンター ン ン 	
投

ソン・
ン

	
ン ン 行政

[別表5] 法務法人 / [別表6] 会計・税務法人
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人

法人名 代表名 所在地
所属
会計士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ョン
・ ン

市 区
ン路	150

ル93 ン
ル3階	

ョン

5
ン・ソン

	 ン ル ン

・
路支

・
ソウル市	 路区

路	81	
オン	213

6 ・ ク

ee	 	Ko
・

ンソク

ソウル市
区 路	74
ル9 ン ル6
階

7
・

ンソク

行

行

ー
ル 	

ョン・
ン

ソウル市 路区	
路183

ー
A 505

3
ョン・
ン

・
	

ン ル ン

・ ョ
ル ン

ソウル市	 区	
路658

4階
3

・ ョ
ル ン 投 	

タ ン
・

ン ル

ソウル市 区
路98 ル

23 6階
83

ン・ ョ
ン

支
ー

ー

支

ソン・ソン
ン

ク
ソ・ ョン

ン

ソウル市
区 ン路	
406 A 1212

3
ソ・ ョン

ン ン ル ン

ウォン
ン・ ン

ン

ソウル市 区
路129 ル

20
2階

12

ョ・ソン
ォン
ン・ソン

ウ
ク・

ョン
ン・

ン

ン ル ン

投

ン
・ ンウ

ン

ソウル市	瑞草区	
瑞草	 路209
8階

50
ョ・ウ
ン

投
支 ran

投
K AAP

IFR
R	

o tso r ing 支
行
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ー	
セ

ク・
ン

ソウル市	
区	 路		
90 ル11 	

	19
階 	04315

28

ク・
ン Ta 	 	A o nting

・ ン

・ ョ
ン ン

A it 	FA
・
ク

ン・ ル
ン

A o nting	
o tso r ing	servi es

ン・
ソン

ー

・
ウォン

ョン
・

ン ル

市 区
路14 2

階
13

・
ン ル

	
A

ー ク・
ン ン

ソウル市 区
支路5 ル

26 10階
( セ
センター ン)

22
ク・

ン ン
AP APA P

A

ク
・ ン

ソウル市 路
区 路	
48 ル

441

・
ォン ョ
ン

 	 支
/ 支援

  ー
 	 ー
 
 	 A
 支援 ー

・ ョ
ン ン ー

TA
・

ソウル市
区 ル

路67 902
(

ンソン
ル)

5
ョン

・
ン

 	 相談
ー  - 

ン ル ン  

 	 ー  - ookkee ing
資  

 	Pa ro  ー  - 
4

[別表6] 会計・税務法人
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ン・
ン

ソウル市	
区	

路	
100

2450

teven
Kang
( ン・ ン

ン)

In o n  A it
an  IPO ervies

Danie
Fertig

In o n  A it
an  Ot er A o nting

ervi es

ョン・ ン
ウク

ina	an 	 	Asia	A it	an 	
A o nting

ervi es

enr 	An
ン・ ク

ン
In o n 	Ta

Ro ert
rowe

In o n 	Ta

・ ン Trans er	Pri ing

ク・ ン Private	 it 	 a ation

teven eong
ョン・ ン

ン

or orate
Finan e3

・ ョン ン
Transa tion

ervi es 	FDD

ソン ョ
ン

ク・
ンソ

ソウル市	
区	

ン路	
508	 ソン2
ル	9階

85

・ ン
投 行

ク・ ン

支
行 R ウ ソー ン

行
行

・ ル

支
行 R ウ ソー ン

行
行
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ソン
ョン

ク・
ンソ

ソウル市
区 ン路
508 ソン2
ル9階

85 ・ ン

R ウ ソー ン
行 行

ン
ン・

ン

ソウル市
区 ン路
86 ル15
8 9階

25

ン・ ン A

・ ン

ン・
ル

A

ン ン
ン・

ョンソン

ソウル市
区	

路10	ソウル
センタ

ー	One	IF 9階

1018

・ ン
	

Aョ・ ン

・ ョン
oor inating IFR

A

ン・ソン 	 AAP IFR

ク・ソン
O 	
	 AAP IFR

・ソン A 	
投

ン 投ン・

・ ン
投 IPO

・ ン ョ
ン

P I 支 o i 	
行 Agree 	

on	 ro e res
o s o ring O 	se test

行 行

・ ン

ョン・ ン
ソク

A

ソ・ ョンウ
ク

IFR
oor inating

[別表6] 会計・税務法人
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ン ン
ン・

ョンソン

ソウル市
区	

路	
10	ソウル

センター	
One	IF 9階

1018

・ ン
IFR K AAP A	

	
oor inating

ン・ ン
oor inating

・ ョン
ン

	 AAP IFR
O

・ ョ
ン A

オソン
・ソク
ョン

ソウル市
区 ン路
109 9階

13

・ソク ョ
ン

投 A ン
ル ン ン

ル ン

ウ ・ ン
投資 投 / 支 /

・ ン

投資 行
ウ ソ

ー ン 行 4
行

行

ク・
ョン

・ ンウク

・ ンウォ
ン

・ ョン
ウン

ク・ ン
ョン 投 行

	 ウ
ソー ン 行 4

行
行

ョ・ ン

・ ン
ン

iko 
as io

投 行
ウ ソー

ン 行 4
	 行

行

ウ
・ウ

ォン ョ
ン

ソウル市
区 タ
ル1路25 2階
201

7
・ ン

ン

投
ー
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ウ ・セ
ン

ソウル市瑞草
区 ウ 路 
152 ョ
ン ル 2階

8

・セ ン	
・ ョン
ン	

ョ・ ク

投資 支援(
支 ) 投資 支援

支
支 総合 ー ー

ウ ソー ン ー
A支援 ー 相

支援

ョン
・

ョン ン

ソウル市
区

路70 ウォン
ル

116

・ソン ル
 

支
行 ooking
行(

)
A

ョン・ソン
ン

支
行 (

) 行(

行) ( 行)

ン ク
・

ョンピル

ソウル市
区 路	

70 ル19
ル 3階

130

ン・ ョン
ク

・ 投
・ 投

行( ウ ソー ン ) 4
行

行

オ・ ン ク

 
ン ン

行

・ソン

ン・ソン
A D e i igen e

[別表6] 会計・税務法人
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ョン
ンセ

ョン・
ョン

ソウル市 区	
路121 ソン

ル3 4 5階
91

ン・
ン ン

1. ウ ソー ン
 	 月
 	 月
 	 RP 月

 	
 	 月 資
 	 行

2. ー
3. 
4. 
5. 	 ・支

・ ン
ク

ョン
ョン

オ ・
ョル

ソウル市 区
ン路 151 	

ル 
1810

5
オ ・

ョル

相 ・
(

) 行 ン ル ン

ウォ
ン

ク・
ン ク

ソウル市 区	
71-2 28

・
ン ン

支 	
	
	

4
総合 	

・
ョン

投資 	
A 	

行 行

ン ル
・ ン

ソク

ソウル市 区
行路11 ル ン
ル701

55
・

ン ン

支
 行 (

行 ルー ー
行)

ョン
ン

ク・
ョ ク

ソウル市 区
路234	

ー ン
タ ー 6 1604

20

・ソ
ン	
ク・
ョン

投
総合

行

ン ル
ン
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法人名 代表名 所在地 所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

K P瑞草
・

ョン

ソウル市 瑞草区
路 72ソ ル

5階 K P
瑞草支

3
・

ョン

For 1040
For 1120 ー ー

For 1065 F AR/
FAT A O DP

/ 投資 行
相談 相 /

投資 投資
支援

ン ル ン

K ー
ー

K D
ン

ル
ン

・ソ
ン ン

ソウル市瑞草区 
路 273(瑞草

ソン ル211 )
7

・ソン
ン

・

ソン
・

ン ン

ソウル市 区
726-2

ー ル5階
200

・ ン
ョン

支 ・
行	

投資 	
	

投資 	
ン ル ン

ョン・
ン

A

ー
ー

・ ォ
ン

市 区
センタ 路
90 1206(

-e センタ )

5
・ウン

ク
行

行

・
ソ

・
ン ョル

ソウル市 区
路79 ル72(

オ ンピ セ
ンター3階)

40

i ae . 
ee 

相談

資

相談
行

行

ristie . 
ee

Ara. ng

ar os . 
ng

 

[別表6] 会計・税務法人
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法人名 代表名 所在地
所属
弁護士数

業務別
担当者

対応
言語

担当業務 連絡先

ン ン
ク・

ン ン

ソウル市
区

路111 ン
ル2-8F

1033

・ ン

ン・
ョル

ン・ ン
ク

・ ン
ク

ウ・ ン 行(

行)
ン・ ン

ウ・ ン ク
投資	

ンセン

ンウル
・

ン

ソウル市
区 ン路
88 ル14
ン ル 6階

222

・ ン

ン・ ョン

・ ンウ
( ) 行

・ ョン
ョル

( ) 行

・ソン 行

ン・ ョン
ン

クォン・ ル

ン・ ン

・

ウ ・ ン
ン

ク・ ン
ョン

	
セ ルウ
ォン

ョ・
ョン
ン

ソウル市
区 ン路
8 ル21

ン ル 
6階

47

ン・ ル 投 行
支

行 投
行

R ウ ソー ン 行
( )

行(
)

投資
A

ン・ ン

ン・ ン
ン
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